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資料１　　授業についての自己チェックリスト
　　　　　学級経営についての自己チェックリスト
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資料２　　米国における教育のシステムチェンジの試み
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Ⅰ．はじめに

　現在，日本の小・中学校においては，「一人一人の特別

なニーズに応じた教育」の推進を目指した特別支援教育の

体制作りが進められている。しかしながら，実際に通常学

級で学んでいる子どもたちのニーズは多種多様であり，学

校が対応すべき課題は，単に特別支援教育の対象となる

「障害」のある子どもの課題に限られているものではない。

学習へのモチベーションが低い子ども，理解に時間のかか

る子ども，行動上の課題がある子ども，仲間関係に悩む子

ども，不登校の子ども，日本語を母国語としない子ども

等，様々なニーズのある子ども達への支援が，「障害」の

ある子どもへの特別支援教育による支援と並列的に試みら

れているのが多くの小・中学校における現実であろう。

　このような日本の通常教育の学校の現状に示唆的な観点

をもたらすものとして，米国カリフォルニア州ラベンズ

ウッドシティ学校区における「学校全体で取り組むモデル」

（School-wide Application Model 以降，本稿ではSAMと表

記）の実践を紹介する。SAMは，カンザス大学のSailor博

士らを中心に開発された学校のシステムチェンジ（システ

ム改革）の一つのモデルであり，従来の特殊教育と通常教

育を統合した教育システムを学校ぐるみで構築し，全ての

児童生徒一人一人の学力の向上と社会性の発達を保障す

る教育実践を目指すものである（Sailor & Roger, 2005）。

このSAMに基づいた教育実践を行っている学校の多くは，

本稿で紹介するサンフランシスコ近郊のラベンズウッドシ

ティ学校区をはじめとして，大都市近郊の経済的貧困層が

居住する地域に立地している。教育的環境としては，大変

厳しい条件が重なっている地域の学校であるにもかかわら

ず，児童生徒の学力と社会性の二つの側面の向上について

実証的な成果を挙げることに成功している。これらの成果

は，「一人の落ちこぼれも出さない」と謳った米国の教育

改革の流れの中で大きな注目を集めている。

　2008年４月14日から17日の４日間，筆者等は，ラベン

ズウッドシティ学校区におけるSAMの実践及びその実践

を支える教育システムを視察し，多くの知見を得た。この

視察は，学習のユニバーサルデザインに基づいた学校実践

の調査として，科学研究費補助金による研究の一環として

行われた。調査チームは，研究分担者である本稿の筆者２

名に加え，研究協力者である現役の小学校校長，市教委派

遣の巡回相談員（退職した中学校校長）の計４名であった。

　本稿では，まず，ラベンズウッド学校区が実践している

SAMの取り組みの歴史的・理論的背景について説明する。

調査の報告に先立ち，米国で何故このSAMの取り組みが

注目されてきているのか，その背景について整理しておき

たい。次に，調査内容の報告として，SAMが提唱する６

つの基本的な指針の項目に沿って全体の視察内容を整理し

た形で報告する。

　なお，報告のもとになっているのは，筆者らが訪問調査

した際に得た学校パンフレットやDVD等の資料，学校視

第２部　国際会議・外国調査等の報告
　　　　～特集　米国における障害のある子どもへの教育的支援の実際～

米国における教育のシステムチェンジの試み

～カリフォルニア州ラベンズウッドシティ学校区における「学校全体で取り組むモデル
（School-wide Application Model: SAM）」の実践～

齊　藤　由美子 ・ 藤　井　茂　樹
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要旨：本稿では，米国カリフォルニア州ラベンズウッドシティ学校区における「学校全体で取り組むモデ

ル」（School-wide Application Model: SAM）の実践を紹介する。SAMは，カンザス大学のSailor博士らを

中心に開発された従来の通常教育と特殊教育を統合した教育システムを学校ぐるみで構築しようとする，

学校のシステム改革の一つのモデルである。この新しいシステムにおいては，通常教育が全ての児童生徒

の学習の基準となり，従前の特殊教育では障害のある児童生徒に特化されていた指導方法やストラテジー

が，全ての児童生徒の学力の向上と社会性の発達を保障するために用いられる。SAMが提唱する６つの基

本的指針に沿って，７つの学校で視察した具体的な指導場面や教育的アプローチについて概説する。
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察の内容や関係者への聞き取りを記録したフィールドノー

ト，SAMや学習のユニバーサルデザイン関する論文及び

SAMの取り組みを紹介した市販のビデオ資料（Forum on 

Education,2004）等である。また，本稿で紹介する写真

等については，訪問した学校，教育事務所及びSAMコー

ディネーターの承諾を得て使用している。

Ⅱ．SAMの理論的・歴史的背景

　まず，SAMの取り組みが開発された背景となる米国の

特殊教育（special education） の制度や歴史を説明した

い。ここでは，米国の特殊教育に関する法律に定められた

「最も制約の少ない環境での教育（LRE: Least Restrictive 

Environment）」 という基本理念の展開，2001年より始

まった「教育のスタンダードに基づく改革（Standard-based 

Reform）」，そして，これらの流れを受けて特殊教育と通常

教育を一つにした教育システムを創ろうという「教育のシ

ステムチェンジ（Systems change）」という動向について

述べる。

１． 最も制約の少ない環境での教育（LRE: Least Restrictive 
Environment）

　米国において，「障害のある児童生徒が，障害のない児

童生徒と共に学ぶ」という考え方は，アメリカ公民権運動

の流れを汲むものであり，すでに30年以上前の全障害児教

育法（EHA: the Education for the Handicapped Act,1975; 

現在は， 障害をもつ人の教育法IDEA: Individuals with 

Disabilities Education Act, 2004）の中で提唱されている。

それは，「障害のある子どもはできる限り最も制約の少な

い環境（LRE: Least Restrictive Environment）で教育を受

ける」という基本方針である。このLREの基本方針をどう

すれば保障できるのかというのが，アメリカの特殊教育が

長年取り組んできた大きなテーマの一つであった。1975

年以来，この “最も制約の少ない環境” での学習を保障す

る取り組みは，その理論的な焦点を発展させながら段階的

な変遷を遂げてきた。すなわち，①障害のある児童生徒の

プログラムと障害のない児童生徒のプログラムを統合して

同じ場所で教育を行うこと（インテグレーション），②障

害のある児童生徒のプログラムを障害のない児童生徒のプ

ログラム（主流）に近づけ合流させること（メインストリー

ミング），③通常学級の中で個々の障害のある児童生徒の

個別教育プログラム（IEP: Individualized Education Plan，

以降IEPと表記）の目標に対する指導と学習が保障される

こと（インクルージョン）という変遷である（Turnbull, 

Turnbull, Shank & Smith,2004）。 現在では， さらに発

展した④の段階として，「通常カリキュラムへのアクセ

スとその中で進捗 」（Access to and progress in general 

education curriculum） という用語が用いられる。 この

用語は，2004年に改正された障害をもつ人の教育法IDEA

（以降IDEAと表記）に記されており，障害のある児童生徒

のIEPの目標は，可能な限り通常教育のカリキュラムに関

連して設定され，通常のカリキュラムの中での学習の進捗

が確認されることになっている。IEPには，障害のある児

童生徒が通常のカリキュラムにおいて学習を進めるため

に，どのような合理的配慮（reasonable accommodation）

が必要なのかが記される。また，障害のない児童生徒と離

れた場での学習が行われる場合は，その理由が明記されな

ければならない。

　LREに関する取り組みの変遷過程で研究によって明らか

になってきたのは，子どもを取り巻く学習環境の重要性と

通常学級におけるその効果的な活用である。従来，「障害

のある児童生徒に対して通常学級の中で個別教育プログラ

ムに基づいた指導が行われる」という取り組みが実際の教

育現場で行われた場合，LREの考え方から乖離した望まし

くない結果になってしまうこともあった。すなわち，障害

のある児童生徒と補助教師が，一番後ろの席でクラス全体

の学習と関係ない個別の学習を行っていたり，付き添う補

助教師の存在が障害のある児童生徒と他の児童生徒との自

然な友だち関係を妨げていたりというケースがしばしば

見られたのである。そのような指導の形態は “boy in the 

bubble （無菌室の中に隔離された子ども）” という表現で

批判されるようになった（McDonnell,1998）。

　このような状況に対して，McDonnell（1998）は，通

常学級における効果的な指導法への新しい視点を提案して

いる。それは，従来のように障害のある児童生徒や学習に

つまずきのある児童生徒に対する特別な指導プログラムを

実施して，「教室内隔離」のような状態を作るのではなく，

「児童生徒の学習を学級における教育環境の運営システム

そのものの成果として見なす」（McDonnel,1998,p.201）

という考え方である。教師にとっては，障害のある児童生

徒の固有のニーズに焦点をあてた指導だけでなく，望まし

い成果を作り出す環境，また，その成果を受け入れる環

境への働きかけが実践的な取り組みの重要な要素となる。

McDonnellの視点は，特殊教育の分野で開発され，効果が

認められてきた指導法を通常学級の学習に応用すること

で，全ての児童・生徒の学習をサポートする環境的な基盤

を作ることを目指すものである。そのための基本となるス

トラテジーとして，「学習課題や年齢等が異質の児童生徒

の集団編成」，「協同学習（Cooperative learning）」，そし

て「ピア・チュータリング（Peer tutoring）」等があげら

れている（McDonnell,1998）。ちなみに，これらのスト

ラテジーは，SAMを実践する学校の学習環境において日
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が確認されることになっている。IEPには，障害のある児

童生徒が通常のカリキュラムにおいて学習を進めるため

に，どのような合理的配慮（reasonable accommodation）

が必要なのかが記される。また，障害のない児童生徒と離

れた場での学習が行われる場合は，その理由が明記されな

ければならない。

　LREに関する取り組みの変遷過程で研究によって明らか

になってきたのは，子どもを取り巻く学習環境の重要性と

通常学級におけるその効果的な活用である。従来，「障害

のある児童生徒に対して通常学級の中で個別教育プログラ

ムに基づいた指導が行われる」という取り組みが実際の教

育現場で行われた場合，LREの考え方から乖離した望まし

くない結果になってしまうこともあった。すなわち，障害

のある児童生徒と補助教師が，一番後ろの席でクラス全体

の学習と関係ない個別の学習を行っていたり，付き添う補

助教師の存在が障害のある児童生徒と他の児童生徒との自

然な友だち関係を妨げていたりというケースがしばしば

見られたのである。そのような指導の形態は “boy in the 

bubble （無菌室の中に隔離された子ども）” という表現で

批判されるようになった（McDonnell,1998）。

　このような状況に対して，McDonnell（1998）は，通

常学級における効果的な指導法への新しい視点を提案して

いる。それは，従来のように障害のある児童生徒や学習に

つまずきのある児童生徒に対する特別な指導プログラムを

実施して，「教室内隔離」のような状態を作るのではなく，

「児童生徒の学習を学級における教育環境の運営システム

そのものの成果として見なす」（McDonnel,1998,p.201）

という考え方である。教師にとっては，障害のある児童生

徒の固有のニーズに焦点をあてた指導だけでなく，望まし

い成果を作り出す環境，また，その成果を受け入れる環

境への働きかけが実践的な取り組みの重要な要素となる。

McDonnellの視点は，特殊教育の分野で開発され，効果が

認められてきた指導法を通常学級の学習に応用すること

で，全ての児童・生徒の学習をサポートする環境的な基盤

を作ることを目指すものである。そのための基本となるス

トラテジーとして，「学習課題や年齢等が異質の児童生徒

の集団編成」，「協同学習（Cooperative learning）」，そし

て「ピア・チュータリング（Peer tutoring）」等があげら

れている（McDonnell,1998）。ちなみに，これらのスト

ラテジーは，SAMを実践する学校の学習環境において日

常的によく用いられている。

　さらに，SalisburyとStrieker（2004）は，教師の指導

法やクラスの学習活動の構造が「応答的（responsive）」

であることが，障害のある児童の学習を通常学級で保障

するための大変重要なポイントであると述べている。こ

の「応答的な環境」という考え方は，障害のある子どもだ

けでなく「すべての子どもの学習を保障する」という後述

する通常教育の改革で求められている要素とも一致してい

る。表１は，SalisburyとStrieker（2004）による小学校

レベルにふさわしい教育改革の重要なポイントであるが，

これらはSAMを実践する学校の学習場面にも認められる

要素である。

２． 教育のスタンダードに基づく改革（Standard-based 
Reform）

　米国における教育全般に関連する法律としては，2001

年にNo	Child	Left	Behind	Act（NCLB:	一人もおちこぼれ

を出さない教育法）が制定され，教育のスタンダードに基

づく改革（Standard-based	Reform）が強力に推し進めら

れている。改革の背景には，これまで各州や地方の教育機

関には明文化したカリキュラムが存在せず，現場の教員の

裁量に任される部分が大きかったため，すべての児童生徒

の学習ニーズに応えきれていなかったという反省があっ

た。また，障害のある児童生徒のカリキュラムについて

は，個別のニーズから計画されたIEPをもとに作られてい

たことで，通常学級の子どもたちの学習内容と全く関係の

ないものになったり，子どもの実際の能力が低く見積もら

れた目標設定になったりしがちであったという反省があっ

た（Turnbull,	Turnbull,	Shank,	＆Smith,	2004）。	

　この法律（NCLB）によって，国は州に教科内容のスタ

ンダードとそれに基づいた通常の教育カリキュラムを作成

すること，児童生徒が学習すべき基準を作成し，それを基

に児童生徒の学習の進捗を明らかにすることを義務づけ

た。さらに，州に学力アセスメントの実施を義務づけ，学

力アセスメントの結果を改善させることをもって学力向上

への州のアカウンタビリティ（責任）を高めることを目指

した。

　先に触れたように，これらのスタンダードは障害のある

児童生徒にも適用されることになっているが，知的障害が

重度である児童生徒には，州の学力アセスメントの代わり

に代替アセスメント（alternative	assessment）が行われ

る。この代替アセスメントは，基本的には，IEPの目標に

対しての達成状況を様々な方法で確認する形で行われる。

ちなみに，この代替アセスメントを受ける児童生徒の割合

は，全児童生徒の約２％までに制限されている。

　この政策を理解するためには，アメリカと日本では「障

害」といわれる状態に違いがあることを考慮しなければな

らない。現在，米国全域で障害があると診断されて特殊教

育の対象となっている児童生徒の割合は，学齢期の児童生

徒全体の12％に及び，その対象者の70％近くの障害カテ

ゴリーは学習障害と言語障害である。これに対して日本で

は，平成19年度に特別支援学校，特別支援学級に在籍，ま

たは通級による指導を受ける義務教育段階の児童生徒の比

率は2.0％であり，加えてこれから特別支援教育で対象と

表１．小学校レベルにふさわしい教育のリフォーム（Salisbury & Strieker, 2004）

リフォームの特徴 教室の中での実践例

Student-centered（児童中心・児童主体の）
児童が自分で読む本や作文のトピックを選んだり，研究のパートナー等を友達同士
で話し合って決めたりする

Authentic（実際の・本物の）
生活の中の出来事や事項を教材に用いる；テストやグレードに補足して児童の実際
のパフォーマンスを記述する	

Challenging（やりがい，手応えのある）	
教師は，全ての児童が，州が設定した「学習のスタンダード」を達成することがで
きるという高い目標と期待をもつ

Constructivist（構成主義的な）	 少ないトピックについて深める学習をする

Developmental（発達的な） 児童一人一人の認知的，情緒的な特徴や学習スタイルの違いに配慮する

Cognitive（認知的な） 鍵となる概念や原理，スキルを学ぶためにメタ認知的な思考を強調する

Democratic（民主的な）
障害のある子どもをはじめ，様々な能力やニーズをもつ子どものグループ（同質な
集団ではない）を編成し，民主的に運営する

Collaborative（協力的な）	 協同学習等のストラテジーを用い，クラス全体を相互に助け合うユニットにする

Reflective（思慮的な） 児童は自己調整的で，自分の学習を自分でマネージメントする

Holistic（総合的・全体的な） 教科の内容は，統合単元の中で教えられる

Social, active learning（社交的で活動的
な学習活動）

教室は活動的でにぎやかである
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なる通常学級に在籍する特別な支援を必要とする発達障害

のある児童・生徒の割合は，6.3％とされている。したがっ

て，日本の状況に置き換えると，米国で重度の障害があ

ると認められ，代替アセスメントを受ける児童生徒の割合

（2％）は，日本では現在，特別支援学校と特別支援学級

に在籍する児童生徒及び通級による指導の対象となってい

る児童生徒の割合と同程度である。日本では，通常学級に

在籍するLD, ADHD,高機能自閉症等の「発達障害」がある

とされる児童生徒のグループに関しては，米国ではそのほ

とんどが必要な合理的配慮（reasonable accommodation）

を受けながら通常の教育カリキュラムで学び，州の学力ア

セスメントを受けているということになる。

　この教育のスタンダードに基づく改革によって，米国で

は，各学校各学年の何パーセントの児童生徒が各教科で学

ぶべき基準を達成したのかという情報が，その学校の実績

として公表されるようになった。このため，各学校には，

障害の有無に関わらず，全ての児童生徒の学習を保障する

ための努力が期待されている。

３．教育のシステムチェンジ（systems change）
　前述した政策の流れを受けて，米国の特殊教育領域にお

いて研究が盛んになっている研究分野のひとつが，「教育

のシステムチェンジ」（systems change）であり，これは

特殊教育と通常教育を一つにした新たな教育システムを作

ろうという動向である。本稿で紹介するラベンズウッド学

校区の各学校が実践しているSAMもこのシステムチェン

ジの取り組みの一つである（Sailor & Roger, 2005）。こ

こでは，SAMが開発された歴史的背景についてSailorと

Rogerの論文（2005）を参考に説明する。

　米国における初期の特殊教育は，現代医学の診断的な性

格を取り入れたもので障害は病理としてみなされた。過去

には，30以上の障害カテゴリーが存在し（例えば，学習

障害，行動障害，自閉症等），さらにその障害名が分化し

て治療教育を行うための特別のカテゴリーが作られること

もあった。また，心理学とテスト業界が組むことによっ

て，特殊教育の対象となる児童生徒が “仕分け” されたう

えで障害の診断が下され，通常教育とは別コースの高度に

専門分化された治療教育を受けるようになっていった。

　1980年代に，米国教育省は，特殊教育への措置に関し

て障害カテゴリーの分化を制限するように政策を改めた。

この政策転換の背景には，障害のある児童生徒が通常学級

で一緒に学習する統合的な教育実践が効果をあげていると

いう研究報告が増加したこと，また，障害のある児童生徒

のみの分離クラスでの学習や通常学級から取り出された個

別の学習の形態では，教育的効果があまりあがらなかった

という研究報告が増加したことという事情があげられてい

る（Sailor & Roger, 2005）。

　先にも述べたように，現在，アメリカの教育現場では，

全児童・生徒の12％が何らかの「障害」があるとされるが，

この割合の大きさは，通常学級の児童生徒に学習面や社会

性の面で何らかの問題があった場合に「障害」名が与えら

れ，彼らが高度に専門分化された特殊教育の対象となって

いった結果であるともいえる。この現象は，治療教育とし

ての特殊教育の教師の専門性を高める一方で，通常学級の

教師が障害のある児童生徒の学習を専門家任せにして自分

の担当の仕事として考えないという弊害を生むことにも

なった。また，障害はないものの社会性の面で課題がある

アフリカ系の子どもたちや，異なる文化をもっていたり英

語を母国語としなかったりするメキシコからの移民の子ど

も達の中で比較的多くの割合の子どもが「障害がある」と

誤認されてしまっているという問題も明らかになってき

た。実際に，現実的な教育的課題に取り組む際，子ども自

身のもつ課題と環境要因からの課題が複雑に絡み合ってい

るため「障害」の境界もあいまいになり，「悪いところを

治す」という治療教育的な考え方だけでは対処できないと

いう状況が認識されるようになってきた。

　現在のIDEA（2004）では，学習につまずきのある子

どもが， 学習障害等， 特殊教育の対象となるのかどう

か（IEPが必要かどうか）を判定するのにRTI（Response 

to Intervention）モデルを用いることが明記されている。

「（教育的）介入への反応」という意味のこのモデルでは，

通常の学習・指導環境から段階的により支援の度合いを高

めていった学習・指導環境において対象となる子どもの反

応（学習ができているかどうか）をモニターし，その子ど

もにとって最適な学習・指導環境を決定する。特殊教育の

対象かどうかの判定を行うプロセスとして，教師や学校は

全ての子どもの学習の進捗状況をモニターすること，学習

につまずいている子どもがいた場合は，現在の学習環境が

適切かどうかを検討し，適切でない場合はその改善を試み

ること，また，どのような学習・指導環境の改善や支援が

効果的であったか（なかったか）等を記録することが求め

られており，これらの情報が，子ども自身へのアセスメン

トと共に学習障害等があるとしてIEPを作成する対象とな

るかどうかの判定の材料となる。さらに，このRTIモデル

の考え方は，大多数の児童生徒にとっての学習を保障する

ユニバーサルな学習・指導環境の構築，及び支援の度合い

の高まる階層的・組織的な学習・指導環境の工夫を教師や

学校に求めるものである。

　SAMは，RTIモデルに基づいた学校の教育システムの改

革である。すなわち特殊教育と通常教育という二本立ての

構造を白紙に戻して，障害の有無に関わらず全ての児童・

生徒の学習を保障する新しい教育の体制を学校ぐるみで構
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なる通常学級に在籍する特別な支援を必要とする発達障害

のある児童・生徒の割合は，6.3％とされている。したがっ

て，日本の状況に置き換えると，米国で重度の障害があ

ると認められ，代替アセスメントを受ける児童生徒の割合

（2％）は，日本では現在，特別支援学校と特別支援学級

に在籍する児童生徒及び通級による指導の対象となってい

る児童生徒の割合と同程度である。日本では，通常学級に

在籍するLD, ADHD,高機能自閉症等の「発達障害」がある

とされる児童生徒のグループに関しては，米国ではそのほ

とんどが必要な合理的配慮（reasonable accommodation）

を受けながら通常の教育カリキュラムで学び，州の学力ア

セスメントを受けているということになる。

　この教育のスタンダードに基づく改革によって，米国で

は，各学校各学年の何パーセントの児童生徒が各教科で学

ぶべき基準を達成したのかという情報が，その学校の実績

として公表されるようになった。このため，各学校には，

障害の有無に関わらず，全ての児童生徒の学習を保障する

ための努力が期待されている。

３．教育のシステムチェンジ（systems change）
　前述した政策の流れを受けて，米国の特殊教育領域にお

いて研究が盛んになっている研究分野のひとつが，「教育

のシステムチェンジ」（systems change）であり，これは

特殊教育と通常教育を一つにした新たな教育システムを作

ろうという動向である。本稿で紹介するラベンズウッド学

校区の各学校が実践しているSAMもこのシステムチェン

ジの取り組みの一つである（Sailor & Roger, 2005）。こ

こでは，SAMが開発された歴史的背景についてSailorと

Rogerの論文（2005）を参考に説明する。

　米国における初期の特殊教育は，現代医学の診断的な性

格を取り入れたもので障害は病理としてみなされた。過去

には，30以上の障害カテゴリーが存在し（例えば，学習

障害，行動障害，自閉症等），さらにその障害名が分化し

て治療教育を行うための特別のカテゴリーが作られること

もあった。また，心理学とテスト業界が組むことによっ

て，特殊教育の対象となる児童生徒が “仕分け” されたう

えで障害の診断が下され，通常教育とは別コースの高度に

専門分化された治療教育を受けるようになっていった。

　1980年代に，米国教育省は，特殊教育への措置に関し

て障害カテゴリーの分化を制限するように政策を改めた。

この政策転換の背景には，障害のある児童生徒が通常学級

で一緒に学習する統合的な教育実践が効果をあげていると

いう研究報告が増加したこと，また，障害のある児童生徒

のみの分離クラスでの学習や通常学級から取り出された個

別の学習の形態では，教育的効果があまりあがらなかった

という研究報告が増加したことという事情があげられてい

る（Sailor & Roger, 2005）。

　先にも述べたように，現在，アメリカの教育現場では，

全児童・生徒の12％が何らかの「障害」があるとされるが，

この割合の大きさは，通常学級の児童生徒に学習面や社会

性の面で何らかの問題があった場合に「障害」名が与えら

れ，彼らが高度に専門分化された特殊教育の対象となって

いった結果であるともいえる。この現象は，治療教育とし

ての特殊教育の教師の専門性を高める一方で，通常学級の

教師が障害のある児童生徒の学習を専門家任せにして自分

の担当の仕事として考えないという弊害を生むことにも

なった。また，障害はないものの社会性の面で課題がある

アフリカ系の子どもたちや，異なる文化をもっていたり英

語を母国語としなかったりするメキシコからの移民の子ど

も達の中で比較的多くの割合の子どもが「障害がある」と

誤認されてしまっているという問題も明らかになってき

た。実際に，現実的な教育的課題に取り組む際，子ども自

身のもつ課題と環境要因からの課題が複雑に絡み合ってい

るため「障害」の境界もあいまいになり，「悪いところを

治す」という治療教育的な考え方だけでは対処できないと

いう状況が認識されるようになってきた。

　現在のIDEA（2004）では，学習につまずきのある子

どもが， 学習障害等， 特殊教育の対象となるのかどう

か（IEPが必要かどうか）を判定するのにRTI（Response 

to Intervention）モデルを用いることが明記されている。

「（教育的）介入への反応」という意味のこのモデルでは，

通常の学習・指導環境から段階的により支援の度合いを高

めていった学習・指導環境において対象となる子どもの反

応（学習ができているかどうか）をモニターし，その子ど

もにとって最適な学習・指導環境を決定する。特殊教育の

対象かどうかの判定を行うプロセスとして，教師や学校は

全ての子どもの学習の進捗状況をモニターすること，学習

につまずいている子どもがいた場合は，現在の学習環境が

適切かどうかを検討し，適切でない場合はその改善を試み

ること，また，どのような学習・指導環境の改善や支援が

効果的であったか（なかったか）等を記録することが求め

られており，これらの情報が，子ども自身へのアセスメン

トと共に学習障害等があるとしてIEPを作成する対象とな

るかどうかの判定の材料となる。さらに，このRTIモデル

の考え方は，大多数の児童生徒にとっての学習を保障する

ユニバーサルな学習・指導環境の構築，及び支援の度合い

の高まる階層的・組織的な学習・指導環境の工夫を教師や

学校に求めるものである。

　SAMは，RTIモデルに基づいた学校の教育システムの改

革である。すなわち特殊教育と通常教育という二本立ての

構造を白紙に戻して，障害の有無に関わらず全ての児童・

生徒の学習を保障する新しい教育の体制を学校ぐるみで構

築しようとする試みである。この新しいシステムにおいて

は，従前の特殊教育では障害のある児童生徒に特化されて

いた指導や支援の方法やストラテジーが，全ての子どもた

ちの学力向上や社会性の発達を保障するために用いられ

る。図１は，SAMによる学校全体で取り組むシステムの

図式化であり，全ての児童生徒の学習面の進歩と社会性の

面の発達を保障するために，三段階の学習・指導環境が考

慮されている（図１）。

　ラベンズウッドシティ学校区の学校でも，SAMを導入

する以前は，「障害のある児童生徒の教育」，「環境的リス

クにある児童生徒への読み・書きの補習教育」，「英語を母

国語としない児童生徒への教育」等，プログラム別に予算

が付いていたため分離された教室で別々の教育プログラム

が行われていたという。現在では，これらのプログラムが

統合されて再編成され，学校の限りある資源をいかにアレ

ンジするかについて日々創造的な工夫が行われている。

Ⅲ．ラベンズウッド学校区におけるSAMの実践

　今回の視察では，ラベンズウッドシティ学校区教育事務

所及び学校区内の７つの学校を訪問したほか，学校区の

コーディネーターの学習会や校長先生方の会議等，教育活

動のみでなくSAMを実践する教育システムを支える様々

な取り組みを見学することができた。ここでは，まず，ラ

ベンズウッドシティ学校区の概要について説明する。そし

て，実際に調査した内容については訪問先ごとの報告では

なく，SAMが提唱する６つの指針に沿って視察から得た

知見や入手した資料全体から得られた情報を整理した形で

報告する。

１．ラベンズウッドシティ学校区の概要
　カリフォルニア州ラベンズウッドシティ学校区は，サン

フランシスコの中心部から車で南に１時間程度の場所に位

置し，イーストパロアルト地区，イーストメンローパーク

地区という二つのコミュニティーを有している。これらの

コミュニティーには，都市部に働く貧しい労働者の家族が

数多く居住しており，この学校区に通う子どもたちはメキ

シコからの移民であるヒスパニック系（70％），アフリカ

系（20％），太平洋の島々系（9％）と文化的に多彩である。

アメリカの大都市周辺のこのような地域では，貧困レベル

にある家庭の多さ，地域の治安の悪さ，10代のシングル

マザーの問題，保護者自身の教育レベルの低さ，英語以外

の言語を母国語とする家庭の増加等々，教育サービスを提

供する上での様々な困難な課題を抱えている。

　実際に，10年前のラベンズウッドシティ学校区にある

コミュニティーは，米国内でも犯罪率が高い地域として悪

名高く，学校は荒れ果てた状態であったという。SAM導

入のきっかけは，この学校区における教育の危機的状況の

打開策としてであった。1996年，ラベンズウッドシティ

学校区は，特殊教育に使うべき予算を正当に使っていない

として保護者から裁判に訴えられたのである。学校区は，

教育システムの立て直しを行うために学校区内の全ての学

校に段階的にSAMを導入し，学校と共に一致団結して新

たな教育システムづくりを行うことになった。

　現在のラベンズウッドシティ学校区には，７つの学校

と５つのチャータースクール１）があり，キンダーガーデ

ン（５歳児教育）２）の子どもから８年生まで4,500人の子

ども達に教育サービスを提供している（７年生・８年生は

それぞれ日本の中学１年生・２年生に相当）。SAMの導入

を始めてからこの学校区の児童生徒は，州の学力アセスメ

1-5% 

5-10% 

80-90% 

図１．児童生徒を成功に導くための学校全体で取り組むシステムづくり



－���－

ントではカリフォルニア州の平均を大きく上回る実績を上

げている。さらに，この学校区の中には，SAMの導入後，

州の学力アセスメントで児童生徒の学力向上に高い成果を

実証し，米国教育省から「教育的に不利益の多い環境にあ

りながら大きな学力向上を達成した学校」としてブルーリ

ボン賞を受賞している学校もある。

　私たち視察チームが，2008年４月に訪れたラベンズ

ウッドシティ学校区のコミュニティーは，貧しいながらも

明るく落ち着いた印象で治安の悪さは感じられなかった。

また，コミュニティーの活性化に学校が大きな役割を果た

している様子をもうかがうことができた。

２．SAMの基本的な指針とそれを実践するための取り組み
　ラベンズウッドシティ学校区において，私たちが訪問し

た学校は以下の７校である（カッコ内は，その学校で教育

を行う学年区分。Kは，キンダーガーデン）。

Edison Brentwood Academy （Charter） （K-４）　

Cesar Chavez Academy （５-８）

Green Oaks Academy （K-４）

Belle Heaven Elementary （K-８）

Costano Elementary （K-８）

Willow Oaks Elementary （K-８）

East Palo Alto Charter School （K-８）

　学校の規模は様々だが，一クラスの児童生徒の人数はい

ずれの学校においても，キンダーガーデンから３年生まで

は20名前後，４年生以上になると30名前後であった。

　今回の学校訪問については，SAMコーディネーターの

肩書をもつBlair Rogerさんが同行してくださったおかげ

で，私たちが教室で観察した内容についてSAMの視点に基

づいた解説をしていただくことができた。SailorとRoger

（2005）は，SAMの「６つの基本的指針」と「15の重要

な特徴」を提示しているが，ここでは「６つの基本的指針」

に沿ってこれら７つの学校において私たちが観察した具体

的な指導場面や教育システムについて紹介したい。

＜指針１．通常教育が全ての児童生徒の学習基準となる＞
　この指針に基づく「SAMの重要な特徴」には，「通常教

育の教師が全ての児童生徒に対して責任をもつ」，「全ての

児童生徒が通常教育のカリキュラムに基づいて指導を受け

る」等がある。この，通常教育の教師が，障害のある児童

生徒を含めて責任をもつというシステムは，専門性が細分

化されている米国の学校では大変珍しい。訪問した学校で

は，障害のある児童生徒だけでなく，スペイン語を母国語

とする児童生徒等，全ての児童生徒が通常教育のカリキュ

ラムに基づいて指導を受けることを前提としており，「学

級担任教師」がその責任をもっていた。特別支援教育の資

格をもつ教師は，「特殊教育教師」ではなく「サポート教

師」と呼ばれ，学級担任教師と協力して障害のある子ども

のみでなく他の様々なニーズのある児童生徒の指導にあ

たっていた。

　写真１は，キンダーガーデンのクラスである。キンダー

ガーデンクラスでは，遊び的な要素を取り入れながら前教

科的な学習が行われるが，このクラスではメキシコからの移

民であるヒスパニック系の子どもたちが８割以上を占めてい

た。教師は，スペイン語，英語の両方を話す。教師のリー

ドで子ども達はさまざまな国のあいさつの歌を歌ったり，学

校のルールをラップ調で身振りを付けて歌ったりしていた。

写真１　キンダーガーデン

　このキンダーガーデンクラスをはじめ筆者らが見学をし

たどのクラスにも，特殊教育の対象となってIEPが作成さ

れている児童生徒が１割はいるということだったが，それ

がどの子どもなのかは学習場面の観察だけでは判断できな

かった。同行してくれたRogerさんや校長先生に「このク

ラスで障害があるのはどの子どもですか？」と尋ねると，

「あの子はIEPをもっている子で，今はとても落ち着いて

いるけど，ここに来たばかりの頃は気に入らないことがあ

ると怒ってばかりいたの」と小声で教えてくれた。また，

「今は，学習場面を見て，どの子どもがIEPのある子ども

なのかわからないでしょう？それは，私たちの実践がうま

くいっているということだから，とてもうれしいです」と

誇らしげに語ってくれた。

　SAMを実践する多くの学校では，子どもの障害カテゴ

リーを表す言葉は使われない。訪問したある学校でIEPを

もっている児童生徒たちの障害名について質問すると，校

長が「この学校には，知的障害，精神障害，認知障害，

ADHD，肢体不自由，自閉症，アスペルガー，視覚障害，

聴覚障害等の障害のある子どもたちがいます」と教えてく

れた。しかし，実際には，教師たちは障害の名前や障害の

存在よりも，子どもの持つニーズを把握し，そのニーズに
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ントではカリフォルニア州の平均を大きく上回る実績を上

げている。さらに，この学校区の中には，SAMの導入後，

州の学力アセスメントで児童生徒の学力向上に高い成果を

実証し，米国教育省から「教育的に不利益の多い環境にあ

りながら大きな学力向上を達成した学校」としてブルーリ
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づいた解説をしていただくことができた。SailorとRoger
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かった。同行してくれたRogerさんや校長先生に「このク

ラスで障害があるのはどの子どもですか？」と尋ねると，

「あの子はIEPをもっている子で，今はとても落ち着いて

いるけど，ここに来たばかりの頃は気に入らないことがあ

ると怒ってばかりいたの」と小声で教えてくれた。また，

「今は，学習場面を見て，どの子どもがIEPのある子ども

なのかわからないでしょう？それは，私たちの実践がうま

くいっているということだから，とてもうれしいです」と

誇らしげに語ってくれた。

　SAMを実践する多くの学校では，子どもの障害カテゴ

リーを表す言葉は使われない。訪問したある学校でIEPを

もっている児童生徒たちの障害名について質問すると，校

長が「この学校には，知的障害，精神障害，認知障害，

ADHD，肢体不自由，自閉症，アスペルガー，視覚障害，

聴覚障害等の障害のある子どもたちがいます」と教えてく

れた。しかし，実際には，教師たちは障害の名前や障害の

存在よりも，子どもの持つニーズを把握し，そのニーズに

応じて教育サービスをどう提供するかを検討している。こ

の障害名を用いないという方針について，SAMの紹介ビ

デオの中である教師は，「障害名は，私達にこの子がどう

いう子どもであるかということを何も教えてくれません。

それよりは，保護者や前の担任にどんな手段を使えばこの

子どもの学習がうまくいくのかという話を聞いたり，チー
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　前述したように，SAMを実施する学校の児童生徒には，

「障害」からもたらされるニーズ以外にも様々なニーズがあ

る。当然のことながら，子どものニーズや学習スタイル等の

実態の把握は，障害の有無に関わらず全ての子どもに対し

て行われている。児童生徒は障害の有無に関わらず，ニー

ズに応じて様々な学習グループや指導体制を経験する。筆

者らが見学した４年生のクラスでは，教師が教室前方のグ

ループ席に６人の児童を円形に座らせて単語の読みや意味

の確認をしたり，単語を書いたり，読み方の練習をしたりと

いう活動を行っていた（写真２）。教師が６人の児童一人一

人と丁寧なやり取りを行っている間，クラスの他の児童は，

個人の学習テーマに従ってそれぞれの学習活動を行ってい

た。この６人グループの学習が終わった後，教師は次の６

人グループを前方のグループ席に呼び，同様の活動を始め

た。このような学習のグループ編成は，基本的にその児童

が必要としている課題別に編成されるが，習熟度を見る頻

繁な小テストの結果によって度々この編成は変わるという。

写真２　教師の小グループ指導

　また，あるクラスの「読みの学習」の時間では，担任教

師が同様の小グループ指導を行っている時間，サポート教

師が個別的な指導を行っていた（写真３）。さらに，アメリ

カの小学校では教室の中に「読書コーナー」，「サイエンス

コーナー」，「パソコンコーナー」等が設けてある場合が多

いが，この「読みの学習」の時間，この読書コーナーで寝

そべって熱心に読書に取り組んでいる児童もいた（写真４）。

写真３　読みの学習風景

写真４　読書コーナー

　あるクラスでは，何かのポイントがたまるとそのご褒美

にパソコンで学習できるシステムになっている。筆者らが

見学したときにパソコンで学習していたのは，たまたま

IEPのある子どもだった（写真５）。彼にとってモチベー

ションの高いパソコンを使った学習の機会を利用して，教

師は彼にとって反復練習が必要である内容を彼のパソコン

を使った学習課題として設定していた。

写真５　パソコンを使った反復練習

　このように，全ての児童生徒が通常教育のカリキュラム

に基づいて学習するために，スケジュールや学習グループ

の編成の仕方，教師の配置や動きなどに柔軟で創造的な対

応が行われている。先に図１で紹介したSAMの学習・指
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導環境の三つの段階が，１時間の授業の中でも必要に応じ

て何度となく転換している様子が見られた。ビデオの中

で，ある教師はSAM導入後の仕事の変化についてこう述

べている。「SAMを導入してから私たち教師の仕事は変わ

りました。それまでは20人の子どもについて私一人で見

ていたけど，今ではそのような意識はありません。教師同

士がお互いに協力し合って子ども見ているという意識があ

ります。一人一人の学習を保障するために，時間や場所や

人のやりくりをするのは大変だけど皆で創造的に知恵を出

し合って使えるものはみんな使っています」

＜ 指針２．全ての学校の資源（resource）は全ての児童生
徒のために用いられる＞

　この指針に基づく「SAMの重要な特徴」には，「全ての

児童生徒が全ての学校活動に参加する」，「学校の全ての資

源が全ての児童生徒のために使われる」，「児童生徒自身も

学習指導プロセスの一部に組み入れられる」等がある。

　学校の限られた資源，特に学校スタッフは，教師以外で

も児童生徒の学習活動をサポートするためにできること協

力しあって行っている。例えば，スピーチセラピストは，基

本的にIEPでスピーチセラピーのサービスが必要とされる児

童生徒のために学校に定期的に派遣されるが，その児童の

“LRE：できるだけ制約の少ない環境” での学習をサポート

するという考え方で指導を行っている。そのため，スピーチ

セラピストもサポート教師として対象児童のいるグループ学

習を定期的に指導している。写真６は，スピーチセラピス

トが，対象児童を含んでスペイン語を母国語とする子ども

たちの指導を通常の学習活動の中で行っている場面である。

このような取り組みによって，スピーチセラピストのもつ知

識や技術から障害のある子どもだけではなく，他のニーズ

のある子ども達も恩恵を受けることができる。この学校で

は，スピーチセラピストの部屋はあったが，普段はセラピス

トが通常の教室に出かけて行って支援をするのが当たり前

で「取り出し」の指導はやっていないということであった。

写真６　スピーチセラピストの小グループの指導

　また，ある学校のリソースルームと呼ばれる教室には，

特殊教育の修士号のあるサポート教師がいる。この部屋に

は，このサポート教師と一緒に学習したい子どもは，障害

の有無に限らず誰でも来て良いことになっている。ここで

は，自閉症のある児童の読み書きや特別なニーズのある児

童生徒の読みのグループ等も行うが，特に課題のない子ど

もも一緒に教えているという。SAMを実施する学校では，

“学習のセンター（Learning center）” というストラテジー

を用いて個別の指導が行える柔軟なスペースを学校内に設

けて，そこに時間を決めてサポート教師を配置していると

ころが多い。障害の有無に関わらず宿題の手助けをした

り，欠席した日の学習を取り戻したり等，児童生徒のニー

ズをサポートしているシステムをつくっている。

　事務やその他の業務に携わる学校スタッフも，子ども達

の学習にかかわる重要なスタッフである。学校見学中，庭

の手入れをする業務員さんが，教室から興奮して飛び出し

てきた男の子と並んで花壇に座って，その子どもが落ち着

くまで一緒に話をしている場面にも遭遇した。

　職員のみでなく，児童生徒自身も学校内の指導と学習の

プロセスに組み入れられている。先に述べたように，日常

的に小さいグループでの学習や学習のペアを作るアレンジ

メントが行われ，協同学習やピアチュータリングなどのス

トラテジーが用いられている。写真７は重度の知的障害の

ある高学年の生徒の学習活動にクラスの友だちが関わっ

て，色や手指機能等の学習を行っている場面である。

写真７　ペグさし学習のサポート

　ビデオの中である教師はこう述べている。「この学校で

は，子ども達自身も教えるプロセスに参加しています。サ

ポートの必要な子どもに教えることは，高度な学びの形態

です。」

＜ 指針３．学校は社会性と市民性の発達を直接にサポートする＞
　この指針に基づく「重要な特徴」は，「学校は望ましい

行動の支援（PBS：Positive Behavior Support）3）を個人，
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の学習にかかわる重要なスタッフである。学校見学中，庭

の手入れをする業務員さんが，教室から興奮して飛び出し

てきた男の子と並んで花壇に座って，その子どもが落ち着

くまで一緒に話をしている場面にも遭遇した。

　職員のみでなく，児童生徒自身も学校内の指導と学習の

プロセスに組み入れられている。先に述べたように，日常

的に小さいグループでの学習や学習のペアを作るアレンジ

メントが行われ，協同学習やピアチュータリングなどのス

トラテジーが用いられている。写真７は重度の知的障害の

ある高学年の生徒の学習活動にクラスの友だちが関わっ

て，色や手指機能等の学習を行っている場面である。

写真７　ペグさし学習のサポート

　ビデオの中である教師はこう述べている。「この学校で

は，子ども達自身も教えるプロセスに参加しています。サ

ポートの必要な子どもに教えることは，高度な学びの形態

です。」

＜ 指針３．学校は社会性と市民性の発達を直接にサポートする＞
　この指針に基づく「重要な特徴」は，「学校は望ましい

行動の支援（PBS：Positive Behavior Support）3）を個人，

グループ，学校の全てのレベルで行う」ということであ

る。PBSは，もともと行動障害のある児童生徒の社会性の

発達を促すために開発された指導・支援の方法であった。

しかし，その後，PBSは全ての児童生徒に効果的であるこ

と，特に地域環境や家庭環境が原因で社会性を身につける

ことが困難であった子どもたちが多数いるような学校で有

効であることが証明されてきた。SAMを実践する学校で

は，学校ぐるみのPBSを実践し，障害の有無に関わらず全

ての児童の社会性と市民性の発達をサポートする取り組み

が行われている。

　ある教師は，PBSの重要性をこう説明している。「この

学校に来ている児童のほとんどは，とても貧しい家庭から

来ていて，正しい行動規範を親が教えてくれない場合が多

いのです。また，家でもびくびくして気が休まらなかった

り，家庭生活のパターンに一貫性がなかったりするケース

も多く，学校が唯一安心できる安定した環境だという子ど

ももいます。学校で安定した人との関わりを経験して自分

自身に自信を持てるようなサポートをしたり，望ましい行

動規範を学校の人間関係の中で教えたりしていく事はとて

も大切です」

　筆者らが見学した学校では，「学校で守るべき３つの

ルール」がわかりやすく掲示してあるところが多かった

が，その内容はとてもシンプルであった。

１）安全に過ごしましょう（Be Safe）

２）お互いを尊敬しましょう（Be Respectful）

３）自分のすることに責任をもちましょう（Be Responsible）

　これらの３つのルールが，その年齢レベルの子どもがわ

かりやすい方法で具体的に掲示されていた。写真８は，キ

ンダーガーデンクラスに貼り出してあった３つのルールの

具体的な内容である。廊下，教室，トイレ，ランチルーム

等，学校内の具体的な場所で，この３つのルールの観点か

ら何をすべきかが写真や絵を使って掲示されていた。

写真８　学校で守るべき３つのルールの掲示

　このPBSについては，「新しい学校にSAMを導入する際

に，まず手をつける」ということであった。ある校長は，

「SAMを導入すると，まず行動上の効果が形になって見え

てきた後に，学力への効果が見えてくる」と語っていた。

SAMを導入する学校の全ての教師達は，PBSについて研修

を受けたり，教師同士で話し合って問題解決を図ったりす

る機会を数多くもっている。「悪い行動をなくす」ことよ

り「よい行動を増やす」ことに焦点をおいた取り組みは，

学校ぐるみで行われている。

　日常生活場面や学習場面における児童生徒同士の関わり

においても，社会性と市民性の発達は重要なテーマであ

る。筆者らの見学した学習場面では，隣り合った子ども同

士でわからないことを質問したり，教えあったりする姿が

何度も見られた。ビデオの中で，ある教師はこのように

述べている。「この学校の取り組みの大きな要素は，子ど

も達がお互いに教えあうことです。障害のある子どもに

とって友だちの存在は，学年レベルの学習内容を教えた

り，ソーシャルスキルのモデルとなったりするだけではあ

りません。その障害のある子どもが “自分はこのクラスの

一員なのだ” と自分自身で感じられるように友だちが手助

けをしています。お気づきのように，この学校の校舎のい

たるところで子ども同士の助け合いの姿が見られ，私たち

もそれを支援しています。この点では，助けられているの

は障害のある子どもだけでなく援助を必要とする全ての子

どもです。教師に手助けを頼む前に，子どもたちは自分た

ちで助け合おうとします。「他の子どもに教える」という

のは，学習のもっとも高度な形態です。この学校の地域で

は，ソーシャルスキルが欠けている住民が多いのです。こ

の理由から，ソーシャルスキルについて教える機会は，障

害のある子どもだけでなく全ての子どもが恩恵を受けるよ

うに，毎日の活動の中に盛り込まれることが大切です。共

感や同情，葛藤を解決することは，とても大切です。この

子ども達は，学校の外では相手から自分が弱く見られない

ように，いつも自分の権利を主張して大きな声を出してい

ますから。私達は，この子ども達の教育を通じて子どもの

行動に変化をもたらし，この地域の社会問題にも一石を投

じようとしているのです。

＜ 指針４．学校は民主主義的に組織され，データに基づい
て動き，また問題解決を図るシステムである＞

　この指針に基づく「SAMの重要な特徴」は，「学校は，

データに基づいてチームの協議プロセスを用いる」，「全て

の学校スタッフが，指導と学習のプロセスに関わる」，「学

校は現地のリーダーシップチームによって運営される」等

である。

　ある学校では，IEPのある子どもへの支援を話し合う早
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朝の支援会議を見学する機会を得た。この支援会議には，

対象となっている子どもに関わる担任教師，サポート教

師，セラピスト，校長等の関係者が集まり，様々な学習場

面におけるあらゆる角度からデータに基づいた情報交換を

行い，次に行うべき支援とそれぞれの参加者の役割を具体

的に決定していった。SAMを導入する以前には，このよ

うな支援会議には通常学級の担任教師は入っていなかった

という。始めはとまどっていた担任教師も，現在ではIEP

をもつ児童についても「自分達がチームで担当する子ども」

という意識をもち，問題解決のプロセスをチームでの学び

合いのプロセスと捉えている（写真９）。

写真９　IEPのある子どもへの支援会議

　学校見学している筆者らの目を引いたのは，教室の中に

掲示してある様々なグラフやチェックリストであった。読

み，計算等の課題について，児童生徒は自分で自分の目標

を決めて，月ごとの達成の成果が目に見えるような掲示を

行っているクラスが多かった。児童生徒が，自身の学習を

マネージメントし，自己決定の力を高める取り組みが多く

見られた（写真10）。

写真10　読み，計算に関する達成グラフ

　これらの写真は，児童生徒自身によってチェックされた

学習の進度であるが，SAMを実践する学校では，教師の

日々の教育実践の中で，障害の有無に関わらず全ての児童

生徒の学習進度と社会性のスキルが把握されている。その

データに基づく話し合いによって，支援の必要な児童生徒

への学習機会や学校が力を入れるべき方向性が決定され

る。例えばある学校では，算数の成績が伸び悩んでいたと

きに，チームでの話し合いによって，週２回，放課後に算

数の補習グループを実施することになった。これが学校全

体の算数の学力向上という大きな成果を上げることになっ

たという。

　SAMを実施する学校で学校運営について最高の決定権

をもつのは，校長ではなく，このような「リーダーシップ

チーム」と呼ばれる学校スタッフの代表者から成るチーム

である。ある学校では，３つのリーダーシップチームが設

定されていた。

１）クールリーダーシップチーム：各学年の教師の代表，

担任教師の代表，サポート教師の代表，学習を教えるス

タッフ　以外からの代表等，学校のスタッフ全員がこの

リーダーシップチームにかかわる。スケジュールやテキ

ストブックの選択や学習への用い方，教師の協力体制，

放課後教室の運営等，学校全体の学習にかかわる内容に

ついての検討を行う。

２）PBSチーム：学校のルールの見直し，グループや個別

のケースのサポートの仕方等の検討，教員の研修等，学

校全体の児童生徒の望ましい行動のサポートについての

検討を行う。

３）保護者のリーダーシップチーム：保護者や地域住民の

意見を学校の運営に反映する。

　この学校の校長は，「ある問題が起こった場合，私が自

分で答えを出すのでなく，リーダーシップチームにどのよ

うな方法があるかを問いかけたり，一緒に話し合って考え

たりしながら，みんなで解決方法を見出す。３つのリー

ダーシップチームをいかに上手に機能させて，子どもたち

にとってのより良いサービスを学校として提供するかが校

長としての自分の仕事です」と語っていた。

＜指針５．学校は家族やコミュニティーに対して開かれている＞
　この指針に基づく「SAMの重要な特徴」は，「学校が児

童生徒の家族と生きたパートナーシップを保持している」，

「学校は地域のビジネスやサービスの提供者と生きたパー

トナーシップを保持している」等である。SAMは，これ

まで保護者が経験したことのないユニークな教育のシステ

ムであるため，保護者にはSAMの実施についての十分な

説明がなされる。ある学校では，保護者向けのDVDを作

成・配布し，学校の取り組みを理解してもらおうという試
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朝の支援会議を見学する機会を得た。この支援会議には，
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検討を行う。

３）保護者のリーダーシップチーム：保護者や地域住民の

意見を学校の運営に反映する。

　この学校の校長は，「ある問題が起こった場合，私が自

分で答えを出すのでなく，リーダーシップチームにどのよ

うな方法があるかを問いかけたり，一緒に話し合って考え

たりしながら，みんなで解決方法を見出す。３つのリー

ダーシップチームをいかに上手に機能させて，子どもたち

にとってのより良いサービスを学校として提供するかが校

長としての自分の仕事です」と語っていた。

＜指針５．学校は家族やコミュニティーに対して開かれている＞
　この指針に基づく「SAMの重要な特徴」は，「学校が児

童生徒の家族と生きたパートナーシップを保持している」，

「学校は地域のビジネスやサービスの提供者と生きたパー

トナーシップを保持している」等である。SAMは，これ

まで保護者が経験したことのないユニークな教育のシステ

ムであるため，保護者にはSAMの実施についての十分な

説明がなされる。ある学校では，保護者向けのDVDを作

成・配布し，学校の取り組みを理解してもらおうという試

みを行っていた。このDVDには，この学校で学ぶ子ども

たち自身が多数出演し，自分がこの学校で学ぶことの喜び

やいかに自分の学校を誇りに思っているか，自分の将来の

夢等を語っている。多くの保護者は，子ども達の良い変

化を目のあたりにすることでSAMの教育システムについ

て納得し，「私たちの地域の学校」という意識で協力的に

なってくるとのことである。

　先にも述べたが，この学校区は経済的に貧しく，教育レ

ベルが低かったり，英語が話せなかったりする保護者が多

い地域である。それは，「支援を必要とする子ども」だけ

ではなく，「支援を必要とする家族」が多いということで

ある。見学した学校の中には，公的な機関として学校の敷

地内にファミリーサポートセンターが設置されているとこ

ろもあった。このセンターではスペイン語しか話せない保

護者のニーズに対応したり，医療的なサポートを行った

り，ソーシャルワーカーが無料で家族の相談をうけて福祉

的なサービスにつないだりというように家族に対する支援

を行っていた。学校という場所が，地域の誰もが足を運び

やすい場所として機能し，この地域における家族の安心で

きる暮らしを築く拠点となっていることを感じた。

　もう一つ，学校が家族やコミュニティーに向けて発信し

ているメッセージに「教育の重要性」がある。ある学校で

は，高学年の生徒の教室の入り口に，それぞれの担任教師

の出身大学の旗が掲げてあった。生徒達の中には，自分の

担任教師の出身大学を誇りに思い，「大学に行く」ことを

目標にする者も多数出てきたということである。SAM導

入以前には，６年生までにドロップアウトしてしまう子ど

もの多かったこの学校区で，生徒達が大学を目指すように

なることの意味は大きい。学校が，コミュニティーの健全

化や活性化の核になっていることに感銘を受けた。

＜ 指針６．学校はシステムチェンジの努力に対して州や学
校区からのサポートを得る＞

　この指針に基づく「SAMの重要な特徴」は，「学校のシ

ステムチェンジの努力に対して州や学校区からのサポート

を得る」ことである。学校訪問のアレンジしてくださった

Rogerさんは，SAMのコーディネーターとして，このラベ

ンズウッドシティ学校区に雇用されている。学校区の教育

コーディネーターや学校スタッフと緊密に連携をとりなが

ら，SAMの基本的指針を学校区内の学校に導入すること

が仕事である。彼女は，今回訪問した一つ一つの教室に，

どんな担任やどんな支援の必要な児童生徒がいて，どのよ

うな学習活動の展開の仕方をしているのかをよく把握して

いた。Rogerさんは，SAMを導入している学校区の全ての

学校において年２回，基本的指針に基づいた「SAMの15

の重要な特徴」について適切に実施されているかどうか，

観察と聞き取りによるアセスメントを行っている。そして

困った状況があれば，校長や学校スタッフと一緒に解決策

を考えたり，改善へのアドバイスをしたりというサポート

を行う。これらの「SAMの15の重要な特徴」については，

改めて表２に掲げた（表２）。

　ラベンズウッドシティ学校区では，米国教育省から「教

育的に不利益の多い環境にありながら大きな学力向上を達

成した学校」としてブルーリボン賞を受賞している学校も

あると先に述べた。これは，「教育のスタンダードに基づ

く改革」としてのこの学校の努力を国から認められたもの

表２．SAMの15の重要な特徴

１．学校はすべての児童生徒にサービスを提供する。
２．学校のすべての児童生徒は，通常教育の児童生徒とみなされる。
３．通常教育の教師が，学校のすべての児童生徒に対して責任をもつ。
４．学校はすべての学校の機能について，すべての児童生徒を包含している（inclusive）。
５． 学校は，できるだけ多くの児童生徒が恩恵を受けられるようにアコモデーション（配慮）を提供するよう組織される。
６．すべての児童生徒は，通常のカリキュラムに従って教えられる。
７．学校は，学校ぐるみで3段階のPBSプログラムを活用している。
８． 学校は，データに基づいて集団で問題解決を図る学習組織であり，チームのプロセスによって学校の主要な機能が動く。
９． 学校は，すべての学習環境において，支援の必要な児童生徒の指導に通常教育の児童生徒を効果的に活用する。
��． 学校のすべてのスタッフは，教えること・学ぶことのプロセスに参加し，児童生徒の学習面や社会性面の成果に寄与

する大切なスタッフとして尊重される。
��． 学校のスタッフは，スタッフや教えること・学ぶことの機能を説明するのに，共通に統一された障害カテゴリーを用

いない言葉を用いる。
��．学校は，学校及び学校区によって権限を与えられたリーダーシップチームを確立している。
��．学校は，児童生徒の家族と実際的なパートナーシップを結んでいる。
��．学校は，地域のビジネスやサービスの提供者と実際的なパートナーシップを結んでいる。
�5．学校区は，学校現場でSAMを行っていることをよく理解し，サポートを行っている。
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と言えるだろう。

　今回の訪問では，学校以外にも学校区の教育コーディ

ネーターの学習会や学校長の会議等を見学させていただい

た。参加している一人一人の地域の教育にかける熱い思い

が伝わってきた。SAM導入以前のこの学校区では，教師

の確保も難しく，荒れた学校の状況に着任後３日で辞めて

しまった教師もいたという。現在では，他の学校区と比べ

て教師の給料が安いにもかかわらず，「SAMの実践をやり

たい」と希望を出してこの学校区に移ってくる教師が増え

ているとRogerさんは誇らしげに教えてくれた。「SAMは，

私の夢（dream）なのです」とRogerさんは語った。学校

スタッフ，子ども達，保護者，地域の人々を含めて，その

夢を共有する人々の輪の確実な広がりを感じることのでき

たラベンズウッドシティ学校区の訪問であった。

Ⅳ．おわりに

　本稿では，米国において特殊教育と通常教育の枠組み

を超えた新しい教育システムを構築した例として，カリ

フォルニア州ラベンズウッドシティ学校区における「学校

全体で取り組むモデル」（School-wide Application Model: 

SAM）の実践を紹介した。大都市の貧困地域にあって多

くの教育問題を抱えるこの学校区において，学習面や社会

性の面での困難さを抱えるのは，障害のある児童生徒だけ

ではなく，多くの児童生徒に共通した教育の課題としてと

らえられていたことが，SAMの取り組みの出発点であっ

た。通常教育をベースとして，全ての児童生徒のニーズ

にあった教育活動が学校ぐるみで展開されている様子を，

７校もの学校で見学できたことで，調査チームにとって

のSAMの理解はより深まったように思う。いずれの学校

でも，SAMの「６つの基本的指針」や「15の重要な特徴」

が意識されているが，実際の取り組みについてはそれぞれ

の学校独自のカラーが色濃く，人的・物的資源，地域性，

学校の歴史等，各学校の実情に応じて様々な工夫が行われ

ていた。それは，SAMの指針を柱にしながらも，それぞ

れの学校で「学習のコミュニティー」という文化を構築し

ようとする試みであったと思う。保護者や地域や学校区に

支えられた学校の文化として定着することで，これらのユ

ニークな実践の持続性（sustainability）も期待できるで

あろう。

　日本の通常学校における「一人一人の特別なニーズに応

じる」という特別支援教育の視点は，学校という「学習

のコミュニティー」の再構築を促す視点として捉えるこ

とができるのではないだろうか。そのように考えたとき，

SAMの６つの基本的指針は，興味深い示唆を与えてくれ

るように思う。

脚注
１）チャータースクール：アメリカで1990年代から増えて

いる公設民間運営校。保護者，地域住民，教師，市民運

動家等が，その地域で新しいタイプの学校の設立を希望

し，その運営のための教員やスタッフを集め，その学校

の特徴や設立数年後の到達目標を定めて設立の申請を行

う。認可された場合，公的な資金の援助を受けて学校が

設立される。運営は，設立申請を行った民間のグループ

が担当する。
２）キンダーガーデン：アメリカでは州によって教育シス

テムが異なるが，カリフォルニア州では，５歳（キン

ダーガーテン）から18歳（ハイスクールの12年生）ま

での13年間を義務教育として定めている。
３）PBS（Positive behavior support）：日本ではまだ訳語が

定まっておらず，「積極的行動支援」，「ポジティブな行

動支援」，「プラス的行動支援」等といろいろに訳されて

いるが，これらと同義で用いている。
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と言えるだろう。
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Summary
The purpose of this paper is to introduce School-wide Application Model ( SAM.), which is implemented in 

Ravenswood City school district, California. SAM has been developed by a research team of Dr. Sailor at the University 

of Kansas, and is one of the models that focusing on educational system change which tries to construct new school-

wide educational system through integrating former general education and special education. In the new system, general 

education guides all students learning, and previously specialized adaptations and strategies for students with disabilities 

are used to enhance the learning and social development of all students. In this paper, 6 guiding principles of SAM will be 

outlined, along with illustrating instructional practices and educational approaches observed at 7 SAM schools.
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Ⅰ　はじめに

　アメリカ合衆国における現行の障害のある人の教育法，

Individuals with Disabilities Education Act（IDEA）2004

では，障害のある子どもが通常の教育カリキュラムにア

クセスし，参加し，通常の教育カリキュラムの中で向上

（進歩）することを規定している。1997年のIDEA改正時

に設けられたこのアクセス条項は，障害のある子どもの教

育についての考え方の大きな転換を反映しており，この

条項によって，障害のある子どもが享受する教育の機会

や教育の目指す方向性が本質的に変化した。また，通常

の教育カリキュラムへの「アクセス」「参加」「向上（進

歩）」を実現するための，様々なアプローチや方法につい

ての研究や開発が加速化することとなった（Hitchcock, 

Meyer, Rose,& Jackson, 2 0 0 2 ; Lee, Amos, Gragoudas, 

Lee, Shogren, Theoharis, & Wehmeyer, 2006 ; Turnbull, 

Turnbull, Shank,& Smith, 2 0 0 4 ; Wehmeyer, Lance,& 

Bashinski, 2002）。

　本稿では，アメリカ合衆国の障害のある子どもの教育を

推進する「通常の教育カリキュラムへのアクセスとそこで

の向上（進歩）」というコンセプトを概観し，その具現化

のための取り組みについて紹介することを目的とする。ま

ず，IDEA（1997，2004）に規定されるアクセス条項に

ついて，そのキーワードである「アクセス」，「参加」，「向

上（進歩）」が指す意味を，歴史的な経緯を踏まえて整理

する。次に，障害のある子どものカリキュラムについて，

特別なカリキュラムからユニバーサルデザインカリキュラ

ムに至る展開を概観する。さらに，特に知的障害のある子

どもについて，通常の教育カリキュラムと固有の教育的

ニーズの双方を考慮しながら教育プログラムを決定する，

カリキュラムの三層モデルについて概説する。これらを踏

第２部　国際会議・外国調査等の報告

通常のカリキュラムへのアクセスとそこでの向上

－アメリカ合衆国における障害のある子どものカリキュラムについての 

概念の変遷と現在の取り組み－
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まえて，日本の特別支援教育の今後の方向性を考える上で

示唆されるいくつかの視点を考察したい。

１．アクセス条項とその背景
　障害のある子どもが通常の教育カリキュラムにアクセ

スし，通常カリキュラムにおいて向上（進歩）すること

を規定したことは，1997年のIDEA改正における最も重

要な変更点の一つであった（Karger & Hitchcock,2003; 

Turnbull, Turnbull, Shank, & Smith, 2004）。この新しい

法律により，障害のある子どもについて，①通常教育のカ

リキュラムに「アクセス」すること;②通常の教育カリキュ

ラムに「参加」すること;③通常の教育カリキュラムの中

で「向上（進歩）」すること，が保障されることとなった。

まず，これらのキーワードが具体的に何を意味するのかを

Karger & Hitchcock（2003），Hitchcockら（2002）の論

説を中心に整理したい。なお，この政策を日本の状況と比

較しながら理解するためには，アメリカと日本では「障

害」といわれる状態に違いがあることを考慮しなければな

らない。現在，アメリカ合衆国全域で障害があると診断さ

れIDEAに規定する特殊教育の対象となっている子どもの

割合は，学齢期の子ども全体の12%に及び，その対象者の

70%近くの障害カテゴリーは学習障害と言語障害である。

通常の教育カリキュラムへのアクセスとそこでの向上（進

歩）が課題となるのは，この全体の12％の子どもである。 

（1）「アクセス」の意味とその背景
　IDEAの前身である全障害児教育法（the Education for 

the Handicapped Act:EHA, 1975）が制定された当時，連

邦議会はおよそ100万人の障害のある子どもたちが公的教

育を受けることができていない，と推定していた。その背

景から，1975年のこの法律の目的は，障害のある子ども

に対して，「障害に特化したニーズについて個別に設計さ

れた公的教育を受ける権利を与えること」であった。この

最初の法律がさすところのアクセスとは，「特殊教育サー

ビスへのアクセス」であり，「学校の建物への物理的なア

クセス」であった。全障害児教育法（1975）には，「でき

るだけ制約の少ない環境（Least Restrictive Environment: 

LRE）」すなわち，障害のある子どもが，可能な限り，障

害のない子どもたちと同じ学習の場で教育を受けることが

規定されていたが，障害のある子どもに学校が提供する教

育のレベルについては規定していなかった。そのため，こ

の頃すでにメインストリームやインクルージョンの考え方

はあったものの，その多くは「障害のある子どもを物理

的に通常学級にいれる」ことを意味しており，必要な補

助機器やサービス，アコモデーション：accommodation
〔脚注①〕， モディフィケーション：modification〔脚注②〕や支援

にはあまり注意が払われていなかったという（Karger & 

Hitchcock, 2003）。

　1997年に改正されたIDEAで規定される「アクセス」は，

この初期のアクセスとは意味合いが異なり，「メインスト

リーミングやインクルージョンという概念よりも進んだ意

味を持つもの」（Karger & Hitchcock, 2003）として説明

されている。彼らによると，IDEA（1997）の下では，障

害を持つ子どもが通常の教育カリキュラムに参加しそのカ

リキュラムの中で向上（進歩）することを子どもの持つ権

利として位置付けていること，通常の教育カリキュラムへ

のアクセスは最初の一歩でしかなく，通常の教育カリキュ

ラムに参加し，そこで向上（進歩）することこそ，アクセ

スの成果として詳細に検討されなければならないこと，が

新たな「アクセス」の意味である（Karger & Hitchcock, 

2003）。

ここでIDEAが指すところの通常の教育カリキュラムとは，

「障害のない子どものために定められたものと同じカリ

キュラム」（Hitchcock, et al., 2002）と考えてよい。通常

の教育カリキュラムについては，障害のある子どもの教

育の改革より少し早い時期から，州ごとの詳細な検討が

行われてきていた。通常教育の領域では，法的には2001

年に「一人もおちこぼれを出さない教育法（No Child Left 

Behind Act: NCLB）」が制定され，教育のスタンダードに

基づく改革（Standard-based Reform）が強力に推し進め

られた。この法律（NCLB）によって各州には，通常の教

育カリキュラムと，それに基づいて各学年で何を教える

べきかを精査した教科内容のスタンダード（基準）を作

成することが義務付けられたのである（Turnbull, et al., 

2004）。

　ここで重要なのは，この通常教育の大きな改革は，障害

を持つ子どもの通常の教育カリキュラムへの「アクセス」
　

①アコモデーション（accommodation）
　�　障害のある子どもが内容を理解したり与えられた課題に取り組んだりするために，学習環境，内容のフォーマット，支
援機器等に変更を加えることを指す。例えば，聴覚障害の子どもに手話通訳をつけること，視覚障害やディスレクシアの
子どもにテキストを読み上げるコンピューターを用いること，運動障害，学習障害の子どもたちのテスト時間の延長等。
アコモデーションでは基本的に教える内容の変更は行わない。
②モディフィケーション（modification）
　�　教えている全ての内容を理解することが難しい子どものために，カリキュラムを変えること指す。例えば，通常学級に
いる理解がゆっくりしている知的障害のある子どものために，宿題の数を減らしたり，内容を単純化したりすること等。



－���－

まえて，日本の特別支援教育の今後の方向性を考える上で

示唆されるいくつかの視点を考察したい。

１．アクセス条項とその背景
　障害のある子どもが通常の教育カリキュラムにアクセ

スし，通常カリキュラムにおいて向上（進歩）すること

を規定したことは，1997年のIDEA改正における最も重

要な変更点の一つであった（Karger & Hitchcock,2003; 

Turnbull, Turnbull, Shank, & Smith, 2004）。この新しい

法律により，障害のある子どもについて，①通常教育のカ

リキュラムに「アクセス」すること;②通常の教育カリキュ

ラムに「参加」すること;③通常の教育カリキュラムの中

で「向上（進歩）」すること，が保障されることとなった。

まず，これらのキーワードが具体的に何を意味するのかを

Karger & Hitchcock（2003），Hitchcockら（2002）の論

説を中心に整理したい。なお，この政策を日本の状況と比

較しながら理解するためには，アメリカと日本では「障

害」といわれる状態に違いがあることを考慮しなければな

らない。現在，アメリカ合衆国全域で障害があると診断さ

れIDEAに規定する特殊教育の対象となっている子どもの

割合は，学齢期の子ども全体の12%に及び，その対象者の

70%近くの障害カテゴリーは学習障害と言語障害である。

通常の教育カリキュラムへのアクセスとそこでの向上（進

歩）が課題となるのは，この全体の12％の子どもである。 

（1）「アクセス」の意味とその背景
　IDEAの前身である全障害児教育法（the Education for 

the Handicapped Act:EHA, 1975）が制定された当時，連

邦議会はおよそ100万人の障害のある子どもたちが公的教

育を受けることができていない，と推定していた。その背

景から，1975年のこの法律の目的は，障害のある子ども

に対して，「障害に特化したニーズについて個別に設計さ

れた公的教育を受ける権利を与えること」であった。この

最初の法律がさすところのアクセスとは，「特殊教育サー

ビスへのアクセス」であり，「学校の建物への物理的なア

クセス」であった。全障害児教育法（1975）には，「でき

るだけ制約の少ない環境（Least Restrictive Environment: 

LRE）」すなわち，障害のある子どもが，可能な限り，障

害のない子どもたちと同じ学習の場で教育を受けることが

規定されていたが，障害のある子どもに学校が提供する教

育のレベルについては規定していなかった。そのため，こ

の頃すでにメインストリームやインクルージョンの考え方

はあったものの，その多くは「障害のある子どもを物理

的に通常学級にいれる」ことを意味しており，必要な補

助機器やサービス，アコモデーション：accommodation
〔脚注①〕， モディフィケーション：modification〔脚注②〕や支援

にはあまり注意が払われていなかったという（Karger & 

Hitchcock, 2003）。

　1997年に改正されたIDEAで規定される「アクセス」は，

この初期のアクセスとは意味合いが異なり，「メインスト

リーミングやインクルージョンという概念よりも進んだ意

味を持つもの」（Karger & Hitchcock, 2003）として説明

されている。彼らによると，IDEA（1997）の下では，障

害を持つ子どもが通常の教育カリキュラムに参加しそのカ

リキュラムの中で向上（進歩）することを子どもの持つ権

利として位置付けていること，通常の教育カリキュラムへ

のアクセスは最初の一歩でしかなく，通常の教育カリキュ

ラムに参加し，そこで向上（進歩）することこそ，アクセ

スの成果として詳細に検討されなければならないこと，が

新たな「アクセス」の意味である（Karger & Hitchcock, 

2003）。

ここでIDEAが指すところの通常の教育カリキュラムとは，

「障害のない子どものために定められたものと同じカリ

キュラム」（Hitchcock, et al., 2002）と考えてよい。通常

の教育カリキュラムについては，障害のある子どもの教

育の改革より少し早い時期から，州ごとの詳細な検討が

行われてきていた。通常教育の領域では，法的には2001

年に「一人もおちこぼれを出さない教育法（No Child Left 

Behind Act: NCLB）」が制定され，教育のスタンダードに

基づく改革（Standard-based Reform）が強力に推し進め

られた。この法律（NCLB）によって各州には，通常の教

育カリキュラムと，それに基づいて各学年で何を教える

べきかを精査した教科内容のスタンダード（基準）を作

成することが義務付けられたのである（Turnbull, et al., 

2004）。

　ここで重要なのは，この通常教育の大きな改革は，障害

を持つ子どもの通常の教育カリキュラムへの「アクセス」
　

①アコモデーション（accommodation）
　�　障害のある子どもが内容を理解したり与えられた課題に取り組んだりするために，学習環境，内容のフォーマット，支
援機器等に変更を加えることを指す。例えば，聴覚障害の子どもに手話通訳をつけること，視覚障害やディスレクシアの
子どもにテキストを読み上げるコンピューターを用いること，運動障害，学習障害の子どもたちのテスト時間の延長等。
アコモデーションでは基本的に教える内容の変更は行わない。
②モディフィケーション（modification）
　�　教えている全ての内容を理解することが難しい子どものために，カリキュラムを変えること指す。例えば，通常学級に
いる理解がゆっくりしている知的障害のある子どものために，宿題の数を減らしたり，内容を単純化したりすること等。

とリンクして包括的に行われたものである，ということで

ある。2004年のIDEAの改正では，IDEAとNCLBとの間の

さらなる法的な整合性が図られている。

（2）通常の教育カリキュラムへの「参加」
　障害のある子どもの通常の教育カリキュラムへの「参

加」を実現するために重要な役割を担っているのが，個

別 教 育 プ ロ グ ラ ム（Individualized Education Program: 

IEP）である。1997年に改正されたIDEAでは，この「参

加」を促すために，IEPに次の３点の記載を義務付けてい

る（Karger & Hitchcock, 2003）。

① 子どもの障害が，通常の教育カリキュラムへの参加とそ

こでの向上（進歩）にどのような影響を与えるのかを記

述し，IEPの目標については通常の教育カリキュラムへ

の参加とそこでの向上（進歩）をめざす目標とすること。

② 子どものIEPに，特殊教育と関連サービス〔脚注③〕，適切

な補助機器とサービスを特定し，また，通常の教育カリ

キュラムに参加しそこでの向上（進歩）を可能にするた

めの，アコモデーション，プログラムのモディフィケー

ション，さらに，学校のスタッフへの必要な支援につい

て記述すること。

③ 子どもが通常学級で学習することが難しい場合は，IEP

になぜ通常学級の学習への参加が困難なのか，その理由

を記載すること。その際「アコモデーションやモディ

フィケーションが困難である」というだけでは，その子

どもと同年齢の通常学級に参加できない理由になりえな

い。通常学級に参加しない場合でも，その子どものIEP

の目標は，通常の教育カリキュラムを念頭に置いて設定

すること。

　このように，IEPは「参加」の具体的な推進を進めるも

のであるが，1997年のIDEAでは，IEPチームのメンバー

として，その子どもの通常学級の担任及び通常の教育カリ

キュラムをよく知る地域の教育事務所スタッフを加えるこ

とを義務付けており，このことも通常の教育カリキュラム

への「参加」を促す重要な条件づくりとなっている。

（3）通常の教育カリキュラムの中での向上（進歩）
　IDEAは，通常の教育カリキュラムへの「参加」に加え，

障害のある子どもが通常の教育カリキュラムの中で向上

（進歩）することを義務づけている。これは，先に述べた

NCLB法による通常教育全般の改革を受けて，障害のない

子どもたちと同様に行われるものである。

　この法律（NCLB）によって，連邦政府が州に義務付け

たのは，先に述べた通常の教育カリキュラムとそれに基づ

いたスタンダード（基準）の作成だけではない。さらに，

スタンダード（基準）を物差しにして子ども一人一人の学

習の進捗を明らかにすること，学力アセスメントを実施す

ることを州に義務付け，学力アセスメントの結果を改善さ

せることをもって，学力向上への州のアカウンタビリティ

（責任）を高めることを図ったのである（Turnbull, et al., 

2004）。

 それでは，障害のある子どもの通常の教育カリキュラム

の中での向上（進歩）は，どのように達成されるのだろ

うか。次の三点が挙げられている（Karger & Hitchcock, 

2003）。

① IDEAは，子どもがIEPの目標を達成できるよう，学校

の努力を求めている。子どもの進歩を確認するために，

IEPの目標は測定可能である必要がある。さらに，IEP

では，IEPの目標への進歩をどのように測るのか，定期

的な保護者への子どもの進歩の報告をどのように行うの

か，を記載することになっている。

② IDEAは障害のある子どもも，適切なアコモデーション

やモディフィケーションを得ながら，州や地区全体の学

力アセスメントを受けることを義務付けている。IEPに

は，州や地区の学力アセスメントを受ける際に必要なア

コモデーションやモディフィケーションを記載する。ア

コモデーションやモディフィケーションを用いても学力

アセスメントを受けることが難しい場合には，代替アセ

スメントを受けることになる。その場合，IEPには，学

力アセスメントがその子どもに適切でない理由と，学力

アセスメント以外のどのような方法で進歩を測るのか，

が記載されることになる。代替アセスメントは，学力ア

セスメントとは別の方法で子どもの学習の進歩を測るも

のであり，例えば，子どもの取り組んだ課題をつづった
　

③関連サービス（related�services）
　�　障害のある子どもの個々の特別なニーズを満たすためには，多くの場合，特殊教育に加えて関連サービス（related�
services）によって教育的な指導を補うことが必要となる。この関連サービスとは，“特殊教育の恩恵を受けるために，子
どもが必要とする補足的なサービス”と定義され，OT，�PT，�ST，�各種カウンセリング，補助テクノロジー，医療的サー
ビス，移動の手段等が含まれる。
④代替アセスメントを受ける子どもの割合（２％）
　�　この２％という代替アセスメントを受ける米国の子どもの割合は，日本で現在，特別支援学校と特別支援学級に在籍す
る子ども及び通級による指導の対象となっている子どもの割合と同程度である。日本では通常学級に在籍するLD,�ADHD,�
高機能自閉症等の「発達障害」があるとされる子どものグループに関しては，米国においては，そのほとんどが，子ども
に必要なアコモデーションやモディフィケーションを受けながら通常の教育カリキュラムで学び，州の学力アセスメント
を受けている，ということになる。
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ポートフォリオを評価するポートフォリオアセスメント

等がある（Turnbull, et al., 2004）。この，代替アセスメ

ントを受ける子どもの割合は，全体の２％までと決めら

れている（US Department of Education, 2009）〔脚注４〕。

③ 州の教育事務所は，障害のある子どもについて，障害の

ない子どもと同じような行動目標を設定する。また，こ

の行動目標への達成の度合いを測定可能にする行動指標

を作成する（卒業した子どもの割合，退学率，アセスメ

ントの結果を含む）。州は，二年に一回，障害のある子

どもたちが行動目標に沿ってどれくらい進歩したかを，

教育省長官と国民に報告する。

　以上，通常の教育カリキュラムへの「アクセス」「参加」

「向上（進歩）」について，それぞれが具体的に何を意味す

るのか，歴史的な経緯とIDEAに規定された具体的な文言

から整理した。この施策を実現するためには，「障害のあ

る子どもの向上を保障する通常の教育カリキュラムの在り

方」が鍵となる。次に障害のある子どもの教育のカリキュ

ラムをどのように考えるか，歴史的な変遷の経過を述べた

い。

２ ．特別なカリキュラムからユニバーサルデザインカリ
キュラムへ

　カリキュラムとは「学校や学校システムによって採用

されている， 指導のための包括的な計画。 その目的は

指導的活動を導くことであり，期待される事柄，内容，

方法， 結果に一貫性を提供することである」 とされる

（Hitchcock,et al., 2002）。また，カリキュラムの4つの基

本的要素として，「目標」「方法」「教材」「評価」が挙げら

れている（CAST, 2009）。障害のある子どもの教育のカリ

キュラムについての考え方は，時代背景とともに，以下の

ような変遷を遂げている。Hitchcockら（2002）の論説を

中心に概説する。

（1）特別なカリキュラム
　1975年に障害のある子どもの教育を保障した最初の法

律である全障害児教育法が施行された当時，通常の教育カ

リキュラムは，障害のある子どもたちが集団の中に存在す

ることを想定せず，「均質な力を持つ子どもの集団」を仮

定しターゲットにした「一つのサイズをすべての子どもに

あてはめる」目標，方法，教材及び評価が用いられてい

た。その当時の時代背景においては，全障害児教育法が義

務付けた「子ども一人一人のニーズを満たすように計画さ

れた，特殊教育と関連サービスに焦点をおいた無料の適切

な公教育」は大きな前進であった。しかし，この法律で

は「子どもの個別のニーズに応じる必要がある」ことを強

調するだけで，どのようなカリキュラムを用いるのか，に

ついては明確に特定されなかった。存在する通常の教育

カリキュラムに子どもの多様性を受け入れる柔軟性がな

かったため，教育者やカリキュラム開発者が，障害のある

子どもたちの教育のために「特別なカリキュラム」を作

成することになったのは，自然な流れであったと言える

（Hitchcock,et al., 2002）。

　この特別なカリキュラムの発展によって，多くの障害の

ある子どもたちが恩恵を受けることとなった。視覚障害，

聴覚障害，重度の知的障害等「低発生頻度」と呼ばれる障

害のある子どもたちにとっては，学校への物理的アクセス

が可能になり，学習を支援する教材が開発され，個々の

ニーズに焦点をあてたきめ細かい教育が受けられるように

なった。学習障害やADHDといった「高発生頻度」と呼ば

れる障害のある子どもたちにとっては，それまで「怠けて

いる」とか「やる気がない」と見られがちであったが，適

切な評価によって個人の学習のスタイルが理解されるよう

になり，彼らの学習のニーズにあった新たな指導法や教材

が開発されていった（Hitchcock,et al., 2002）。

　しかし， 一方で， 特別なカリキュラムの発展は， 時

代とともに様々なマイナス面も生みだすこととなった。

Hitchcockら（2002）は，「障害のある子どもの特別なカ

リキュラムは『両刃の剣』であった」と述べる。90年代

になると，障害のある子どもたちと障害のない子どもた

ちとのギャップがますます広がり，修復不能になるとい

うマイナスの側面がクローズアップされるようになった

（Karger & Hitchcock, 2003）。例えば，IEPの目標は個人

の文脈の中だけで完結してしまい，同年代の障害のない

子どもの進歩と関連付けたり，実際社会でどのように機

能するかということに関連付けたりして障害のある子ど

もの進歩が測られているわけではない。障害のある子ど

もにとっての評価は，IEPの個別目標に沿った進歩を見る

評価であって，特に教科学習等における評価については

「障害のある子どもが蚊帳の外である」ということが，特

別なカリキュラムの課題として認識されてきたのである

（Hitchcock, et al.,2002）。さらに，「障害のある子どもが

通常学級で一緒に学習する統合的な教育実践が効果をあげ

ている」という研究報告が増加し，一方で，「障害のある

子どものみの分離クラスでの学習や通常学級から取り出さ

れた個別の学習の形態では，教育的効果があまりあがらな

かった」という研究報告が増加したこと（Sailor & Roger, 

2005），通常とは別のカリキュラムで教育を受けることに

よって，通常教育の教師が子どもの本来の力を過小評価す

る場合が多くみられたこと（Turnbull, et al., 2004），カ

リキュラムごとに高度に専門性を持つようになった特殊教

育のコストが莫大になったこと（Hitchcock,et al., 2002），

また，子どもの障害や特性別に高度に分化した特別なカリ

キュラムの根拠が治療モデルに基づいていることへの批判
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等がある（Turnbull, et al., 2004）。この，代替アセスメ

ントを受ける子どもの割合は，全体の２％までと決めら

れている（US Department of Education, 2009）〔脚注４〕。

③ 州の教育事務所は，障害のある子どもについて，障害の

ない子どもと同じような行動目標を設定する。また，こ

の行動目標への達成の度合いを測定可能にする行動指標

を作成する（卒業した子どもの割合，退学率，アセスメ

ントの結果を含む）。州は，二年に一回，障害のある子

どもたちが行動目標に沿ってどれくらい進歩したかを，

教育省長官と国民に報告する。

　以上，通常の教育カリキュラムへの「アクセス」「参加」

「向上（進歩）」について，それぞれが具体的に何を意味す

るのか，歴史的な経緯とIDEAに規定された具体的な文言

から整理した。この施策を実現するためには，「障害のあ

る子どもの向上を保障する通常の教育カリキュラムの在り

方」が鍵となる。次に障害のある子どもの教育のカリキュ

ラムをどのように考えるか，歴史的な変遷の経過を述べた

い。

２ ．特別なカリキュラムからユニバーサルデザインカリ
キュラムへ

　カリキュラムとは「学校や学校システムによって採用

されている， 指導のための包括的な計画。 その目的は

指導的活動を導くことであり，期待される事柄，内容，

方法， 結果に一貫性を提供することである」 とされる

（Hitchcock,et al., 2002）。また，カリキュラムの4つの基

本的要素として，「目標」「方法」「教材」「評価」が挙げら

れている（CAST, 2009）。障害のある子どもの教育のカリ

キュラムについての考え方は，時代背景とともに，以下の

ような変遷を遂げている。Hitchcockら（2002）の論説を

中心に概説する。

（1）特別なカリキュラム
　1975年に障害のある子どもの教育を保障した最初の法

律である全障害児教育法が施行された当時，通常の教育カ

リキュラムは，障害のある子どもたちが集団の中に存在す

ることを想定せず，「均質な力を持つ子どもの集団」を仮

定しターゲットにした「一つのサイズをすべての子どもに

あてはめる」目標，方法，教材及び評価が用いられてい

た。その当時の時代背景においては，全障害児教育法が義

務付けた「子ども一人一人のニーズを満たすように計画さ

れた，特殊教育と関連サービスに焦点をおいた無料の適切

な公教育」は大きな前進であった。しかし，この法律で

は「子どもの個別のニーズに応じる必要がある」ことを強

調するだけで，どのようなカリキュラムを用いるのか，に

ついては明確に特定されなかった。存在する通常の教育

カリキュラムに子どもの多様性を受け入れる柔軟性がな

かったため，教育者やカリキュラム開発者が，障害のある

子どもたちの教育のために「特別なカリキュラム」を作

成することになったのは，自然な流れであったと言える

（Hitchcock,et al., 2002）。

　この特別なカリキュラムの発展によって，多くの障害の

ある子どもたちが恩恵を受けることとなった。視覚障害，

聴覚障害，重度の知的障害等「低発生頻度」と呼ばれる障

害のある子どもたちにとっては，学校への物理的アクセス

が可能になり，学習を支援する教材が開発され，個々の

ニーズに焦点をあてたきめ細かい教育が受けられるように

なった。学習障害やADHDといった「高発生頻度」と呼ば

れる障害のある子どもたちにとっては，それまで「怠けて

いる」とか「やる気がない」と見られがちであったが，適

切な評価によって個人の学習のスタイルが理解されるよう

になり，彼らの学習のニーズにあった新たな指導法や教材

が開発されていった（Hitchcock,et al., 2002）。

　しかし， 一方で， 特別なカリキュラムの発展は， 時

代とともに様々なマイナス面も生みだすこととなった。

Hitchcockら（2002）は，「障害のある子どもの特別なカ

リキュラムは『両刃の剣』であった」と述べる。90年代

になると，障害のある子どもたちと障害のない子どもた

ちとのギャップがますます広がり，修復不能になるとい

うマイナスの側面がクローズアップされるようになった

（Karger & Hitchcock, 2003）。例えば，IEPの目標は個人

の文脈の中だけで完結してしまい，同年代の障害のない

子どもの進歩と関連付けたり，実際社会でどのように機

能するかということに関連付けたりして障害のある子ど

もの進歩が測られているわけではない。障害のある子ど

もにとっての評価は，IEPの個別目標に沿った進歩を見る

評価であって，特に教科学習等における評価については

「障害のある子どもが蚊帳の外である」ということが，特

別なカリキュラムの課題として認識されてきたのである

（Hitchcock, et al.,2002）。さらに，「障害のある子どもが

通常学級で一緒に学習する統合的な教育実践が効果をあげ

ている」という研究報告が増加し，一方で，「障害のある
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（Sailor & Roger, 2005）等，障害のある子どもが特別なカ
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　メインストリームカリキュラムでは，通常教育の教師と

特殊教育の教師が緊密に連携して仕事をしなければならな
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わせて内容を単純にした教科書等が用意され，さらに，子

どもがわかるように教材の変更を工夫すること，補助機器

を用いること，概念マップ等子どもの認知特性を考慮した

様々なストラテジーを用いて教えること，ペア学習やグ

ループ学習を行うこと等，障害のある子どもの進歩（向上）

を通常の教育カリキュラムにおいて支えるために，様々な

アコモデーションやモディフィケーションが工夫された

（Hitchcock,et al., 2002）。

　Hitchcockら（2002）は，このメインストリームカリ

キュラムにおいて一番重要な出来事は「教育者の間に，“変

わることが必要なのは子どもではなく，カリキュラムの方

である” という考え方の転換が起こったことである」と述

べている。

（3）ユニバーサルデザインカリキュラム
　メインストリームカリキュラムでは，障害のある子ども

のニーズを満たすための様々な工夫がなされたが，その基

になる通常の教育カリキュラムは，本来均一な集団を想定

してつくられたものであり，内容を伝達する手段は依然と

して紙媒体が中心であった。コアとなる集団以外の子ども

たち，例えば，障害のある子ども，特別な才能のある子ど

もや，英語を母国語としない子ども等，多様なニーズのあ

る子ども一人一人に対応できるカリキュラムとはどのよう

なものなのか，研究がすすめられた。

　学習のユニバーサルデザイン（Universal Design for 

Learning: UDL） と い う 考 え 方 は， 従 来 建 築 分 野 で 実

践されていた概念を教育分野に応用したものである

（Orkwis & McLane, 1998）。教育に関する応用テクノロ

ジーの研究機関であるCAST（Center for Applied Special 

Technology） は，UDLに関するナショナルセンターを設置

し，UDLの普及に大きく貢献している（National Center 

on Universal Design for Learning, 2009）。UDLの ア プ

ローチは，人々の能力や学習スタイル及び好み等の多様性

を前提として，全ての人々に平等の学ぶ機会を提供するこ

とを目的に設計されている（CAST, 2009）。従来の「均質

な力を持つ子どもの集団」を仮定しターゲットにしたカリ

キュラムについては，「誰に対して教えるのか，何を教え

るのか，いかに教えるのかが特定されてしまい，多くの多

様性に応えることのできないカリキュラムである」とし

て「カリキュラムに “障害がある”（disabled）」，と論じて

いる（National Center on Universal Design for Learning, 

2009）。

　CASTが提唱する学習のユニバーサルデザインには3つ

の基本原則がある。それは，多様な提示の方法を提供する

こと，多様な表現の手段を提供すること，多様な関与の手

段を提供することである。

①原則Ⅰ：多様な提示の手段を提供すること

　これは，「何を学習するのか」の保障である。提供され

た情報を知覚し理解する方法は，子どもによって異なる。

例えば，感覚障害（視覚障害，聴覚障害等）のある子ども，

学習障害（ディスレクシア等）のある子ども，言葉や文化

の違う子ども等は，学習内容にアプローチするための別々

の方法が必要である。文字が印刷された教科書よりも，視

覚的，聴覚的な方法で，情報を簡単に捉えることができる

子どももいる。現実には，ある一つのタイプの提示の方法

が全ての子どもにとって最適，ということはあり得ないた

め，提示の仕方に選択肢が提供されていることは重要であ

る。

②原則Ⅱ：多様な表現の手段を提供すること

　これは，「いかにして学習するのか」の保障である。自

分の学習環境を操作でき，また自分が何を知っているかを

表現できる方法は，子どもによって異なる。例えば，重度

の運動障害のある子ども（脳性まひ等），計画立てて実行

することや構成することが難しい子ども（実行機能障害，

ADHD等）また，言葉の壁がある子ども等は，課題へのア

プローチの方法や，習得したことを表現する方法が異な

る。言葉で話すのでなく書くことで自分のことを表現でき

る子どももいれば，その逆もある。現実には，ある一つの

表現の方法が全ての子どもにとって最適ということはあり

得ないため，表現の仕方に選択肢が提供されていることは

重要である。

③原則Ⅲ：多様な関与の手段を提供すること

　これは，「なぜ学習するのか」の保障である。学習への

関与の仕方やモチベーションは，子どもによってそれぞれ
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異なる。自発性や新規性によって，学習への取り組みが高

まる子どももいれば，これらのアプローチでは学習に取り

組めないばかりか不安になってしまうため，型に基づいて

学習することを好む子どももいる。現実には，ある一つの

関与の仕方が全ての子どもにとって最適ということはあり

得ないため，学習への関与の仕方に選択肢が提供されてい

ることは重要である。

　UDLのナショナルセンターでは，これらの原則につい

てのガイドラインを作成している（National Center on 

Universal Design for Learning, 2009）。表１にUDLの３つ

の基本原則とガイドラインの構造を示す。それぞれの項

目に３～４のチェックポイントと具体例が記される構造

になっている。このガイドラインはいわゆる “処方箋” で

はなく，柔軟なものであり，“存在する多くのカリキュラ

ムのバリアを克服するストラテジーのセット” として，適

宜，使用するカリキュラムに合わせて用いるよう作成され

ている。

　以上，現在の米国における障害のある子どものカリキュ

ラムの考え方を概観すると，学習のユニバーサルデザイン

を通常の教育カリキュラムへ導入することによって，障害

のある子どもだけでなく，特別な才能のある子どもや，英

語を母国語としない子ども等，多様なニーズのある子ども

一人一人の学習の機会を最大限に広げようとしていること

が理解できる。しかしながら，通常の教育カリキュラムに

おけるアコモデーションやモディフィケーションのみで

は，障害の特性から生じる子どもの多様なニーズに応えら

れない場合も多々あることは想像に難くない。

　次の項では，通常のカリキュラムへのアクセスを考慮し

ながらも，障害のある子どもの多様なニーズに応えるべ

く，適切な教育プログラムを決定するプロセスを示すモデ

ルを紹介する。

３ ．障害のある子どもの通常のカリキュラムへのアクセス
モデル

　通常の教育カリキュラムに学習のユニバーサルデザイン

の視点が導入されたとしても，障害の特性から生じる子ど

もの多様なニーズに応えるカリキュラムが必要であること

には疑問の余地がない。例えば，視覚障害のある子どもの

カリキュラムには，通常のカリキュラムと同じ内容のコア

カリキュラム（英語と他の言語に関する科目，数学・自然

科学，健康・体育，美術・社会学，経済教育，職業教育

等）に加えて，視覚障害のある子どもに特有の教育的ニー

ズに応える “拡大した（expanded） コアカリキュラム”

として，以下の教育の内容が掲げられている（American 

Foundation for the Blind, 2009）;コミュニケーションの

モードを含む補償的・機能的教科スキル，方向定位とモビ

リティ，社会的交流のスキル，自立生活のスキル，レクリ

エーションと余暇のスキル，キャリア教育，支援機器の活

用，感覚の効率的活用に関するスキル，自己決定。同様

に，聴覚障害のある子どものカリキュラムにおいても “拡

大したコアカリキュラム” の考え方が存在する。

　このように，感覚障害系の教育においては，通常の教育

に通じるコアカリキュラムと障害の特性から生じるニーズ

に応えるカリキュラムを併用することは，比較的理解しや

すい。しかし，特に知的障害のある子どもについては，通

常の教育カリキュラムへのアクセスが提唱される際，知的

障害に起因する特有の教育的ニーズへの対応が軽んじられ

がちであったことが指摘されている（Wehmeyer,Lnace,& 

Bashinski, 2002）。

　Wehmeyerら（2001,2002）は，IEPチームが知的障害

のある子どもの教育プログラムを決定する際に，通常の教

育カリキュラムと，障害に起因する子どもの学習上のニー

ズの双方を考慮する，カリキュラムの三層モデルを提案し

ている。

（1）カリキュラムの三層モデル
　Wehmeyer, Sands, KnowltonとKozleski（2002） は 障

表１．学習のユニバーサルデザインの3つの基本原則とガイドラインの構造（チェックポイントの大項目）

原則Ⅰ：
多様な提示の手段を提供すること

原則Ⅱ：
多様な活動と表現の手段を提供すること

原則Ⅲ：
多様な関与の手段を提供すること

知覚 物理的な活動の手段 興味関心を引き出すこと

言語とシンボル 表現のスキルと流暢さ 努力を維持し持続すること

理解 実行機能 自己調整
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表１．学習のユニバーサルデザインの3つの基本原則とガイドラインの構造（チェックポイントの大項目）

原則Ⅰ：
多様な提示の手段を提供すること

原則Ⅱ：
多様な活動と表現の手段を提供すること

原則Ⅲ：
多様な関与の手段を提供すること

知覚 物理的な活動の手段 興味関心を引き出すこと

言語とシンボル 表現のスキルと流暢さ 努力を維持し持続すること

理解 実行機能 自己調整

害のある子どもの通常の教育カリキュラムへのアクセスを

上下三層の構造からなる三角錐のモデルで説明している

（図１）。

　このモデルによると，三角錐の３つの側面であるカリ

キュラム（Curriculum），指導方法（Instruction），教育

計画（Planning）は互いに緊密に連携しあっっている。こ

の三層モデルの最下層のブロックではカリキュラムの適

合（Adaptation），中層のブロックではカリキュラムの拡

充（Augmentation），最上層のブロックではカリキュラム

の変更（Alteration）が行われる。下層ほどサポートの頻

度は少なく，また多くの子どもが通常の教育カリキュラム

を共有しながら学習し，上層ほどよりサポートが集中的に

必要で，個別化された指導や支援が要求されることを示し

ている。

　カリキュラムの適合（Adaptation），拡充（Augmentation），

そして変更（Alteration）の意味は，それぞれ以下のとお

りである。

①カリキュラムの適合（Adaptation）

　カリキュラムの適合（Adaptation）とは，UDLの原則に

基づいて，カリキュラムの提示の手段，表現の手段（モー

ド），学習への関与の手段を子どものニーズに応じて適合

させることであり，学校で学習する全ての子どもを対象

に，三層モデルを底部で支える土台として位置づく。提

示の手段としては，子どものニーズや特性に応じて，文

字の大きさや図を変える，手話，点字，オーディオテー

プ，ウェブ情報を用いる等，様々な方法で学習内容を提示

すること；表現の手段としては，子どもが自分の知識や考

えを表現できる手段として，文字で書く，言葉で言う，絵

を描く，ドラマで表現する等，様々な表現の手段を用いる

こと；様々な関与の手段としては，子どもが学習に自主的

に取り組む手段として，選択を取り入れたり，一人一人の

子どもの力に合わせて学習へのチャレンジと支援を組み合

わせたりする等，子どもが興味関心をもち，学習持続する

ような様々な関与の手段を用いること。先に触れたアコモ

デーションを用いながら，通常の教育カリキュラムで学習

する場合はこの部分にあたる。

②カリキュラムの拡充（Augmentation）

　カリキュラムの拡充（Augmentation）とは，通常の教

育カリキュラム自体に変更を行うのではなく，通常の教育

カリキュラムに加えて，障害のある子どもが学習を達成で

きるように，メタ認知的なストラテジーを学んだり，カリ

図１　通常の教育カリキュラムへのアクセスのモデル 
（Whemeyer, Sands, et al., 2002）

図２ 　通常の教育と子ども固有のニーズの双方を考慮した個
別教育プログラムのプロセス 

（Whemeyer, Lattin, et al., 2001）
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キュラムを理解しやすくしたりすることであり，対象とな

るのは学校の一部のグループである。知的障害のある子ど

もについては，ノートの取り方のスキル，社会的交流のた

めのスキルの獲得や，自分で目標や計画を立てて自分の

ペースで進める学習ストラテジー，問題解決や自己調節な

どのストラテジー等は，それを身につけることで通常の教

育カリキュラムにおいて向上（進歩）するための大変重要

な要素である（Wehmeyer, Sandsら，2002）。カリキュラ

ムの拡充については，感覚障害のある子どもの教育におけ

る “拡大したコアカリキュラム” との間に，一部概念的な

共通性があるように思われる。

③カリキュラムの変更（Alteration）

　カリキュラムの変更（Alteration） とは， 通常のカリ

キュラムに変更を加えることであり，子ども個人に焦点を

あてて，三角錘の最上段に位置づく。カリキュラムの変更

（Alteration）は，従来，重度の障害のある子どもに用い

られてきた機能的（functional）カリキュラムと呼ばれる

ものであり，自立する力や，生活の質を高めるために必要

な知識やスキルを獲得するものである。Wehmeyer, Sands

ら（2002）は，特に知的な障害の重い子どもの障害の特

性に応じた “適切な教育” を保障するためにはこのカリ

キュラムの変更（Alteration）が必要であることを認めな

がらも，その変更の実施にあたっては，“インクルーシブ

な環境で行うべき” という留意点を述べている。

　“ほとんどの変更（Alteration）カリキュラムはユニバー

サルデザインの基本原則に則っていないので，通常の教育

カリキュラムへのアクセスの妨げとなるともいわれる。・・・ 

アクセスの妨げにならないために，変更（Alteration） を

行う場合にも，その子どもの年齢相応の，インクルーシブ

な環境において行うことが望ましい”（p.54）。

　この考え方には，「特別なカリキュラムのみを展開す

ることが通常教育のカリキュラムで学ぶ子どもたちとの

ギャップを広げてきた」という過去の政策評価への反省が

反映していると思われる。

（2） 通常の教育カリキュラムと個別のニーズの双方を踏
まえた教育プログラムの決定プロセス

　それでは，このカリキュラムの三層モデルを用いて，通

常の教育カリキュラムと子どもの障害に起因した個別の

ニーズの双方を考慮した教育プログラムは，どのように

決定されるのだろうか。図２はその教育プログラムを決

定するプロセスをフローチャートで図示したものである

（Wehmeyer, Sands, ら，2002）。

　プログラムを考慮する際には，まず，子どもの家族や周

囲の人々からの情報及びアセスメントから得られた情報等

をもとに合意された個別の学習ニーズと，州や地域で設定

された学習内容と行動のスタンダード（基準）の二つを念

頭に置く。その上で，個別の学習ニーズに応えるために通

常の教育カリキュラムが手をいれずにそのままで使えるか

どうかを検討する。もし，通常の教育カリキュラムがその

ままでは個別のニーズに応えられないと判断した場合に

は，コミュニケーションや学習活動に必要な支援機器を導

入することで解決できる課題なのかどうかを検討する。

　支援機器を導入することでも個別のニーズに応えきれな

い場合には，まず，カリキュラムの適合（Adaptation）の

部分で，必要なアコモデーションが適切に行われているか

どうかを検討する。もし，適切なアコモデーションを行う

ことで個別のニーズに応えられたら，それがその子どもの

適切な教育プログラムとなる。

　カリキュラムの適合（Adaptation）の部分で応えられな

かった個別のニーズがある場合には，それらの残りのニー

ズについて，次に，カリキュラムの拡充（Augmentation）

を考慮する。 もし， 拡充したカリキュラムの内容で

個のニーズに対応できた場合， カリキュラムの適合

（Adaptation）に加えて，その拡充した（Augmentation）

カリキュラムが，その子どもにとっての適切な教育プログ

ラムとなる。

 さらに，上記のプロセスを経ても，応じることが困難な

子どもの個別のニーズが残っている場合に初めて，カリ

キュラムの適合（Adaptation）及び拡充（Augmentation）

に加えて，カリキュラムの変更（Alteration）を検討する

ことになる。

（3） 通常の教育カリキュラムに関連づけたカリキュラム
の拡充と変更

 こ こ で 注 意 し た い こ と は， 先 にWelmeyer, Sandsら

（2002）の言葉を紹介したように，カリキュラムの拡充

（Augmentation） 及びカリキュラムの変更（Alteration）

を行う場合の当該の子どもの学習の場については，もちろ

ん通常学級以外の場所で行うこともあるが，必ずしも通常

学級からの取り出しを意味していないことである。先に

Wehmeyer, Sandsら（2002）が述べたように，ある子ど

ものカリキュラムの変更（Alteration）を行った場合でも，

その学習機会はモディフィケーションという形で通常の学

級において提供され，そこでの向上（進歩）が図られるこ

とは頻繁に行われている。2008年４月に調査訪問を行っ

たカリフォルニア州ラベンズウッドシティ学校区における

「学校全体で取り組むモデル 」（School-wide Application 

Model: SAM）の実践では，通常の教室における授業の中

で，学習障害のある子どものニーズに応じたカリキュラ

ムの適合（Adaptation）（写真1），言語障害や英語を母国

語としない子どものニーズに応じたカリキュラムの拡充

（Augmentation）（写真２），重度の知的障害のある子ども

のニーズに応じたカリキュラムの変更（Alteration）（写真
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キュラムを理解しやすくしたりすることであり，対象とな

るのは学校の一部のグループである。知的障害のある子ど

もについては，ノートの取り方のスキル，社会的交流のた

めのスキルの獲得や，自分で目標や計画を立てて自分の

ペースで進める学習ストラテジー，問題解決や自己調節な

どのストラテジー等は，それを身につけることで通常の教

育カリキュラムにおいて向上（進歩）するための大変重要

な要素である（Wehmeyer, Sandsら，2002）。カリキュラ

ムの拡充については，感覚障害のある子どもの教育におけ

る “拡大したコアカリキュラム” との間に，一部概念的な

共通性があるように思われる。

③カリキュラムの変更（Alteration）

　カリキュラムの変更（Alteration） とは， 通常のカリ

キュラムに変更を加えることであり，子ども個人に焦点を

あてて，三角錘の最上段に位置づく。カリキュラムの変更

（Alteration）は，従来，重度の障害のある子どもに用い

られてきた機能的（functional）カリキュラムと呼ばれる

ものであり，自立する力や，生活の質を高めるために必要

な知識やスキルを獲得するものである。Wehmeyer, Sands

ら（2002）は，特に知的な障害の重い子どもの障害の特

性に応じた “適切な教育” を保障するためにはこのカリ

キュラムの変更（Alteration）が必要であることを認めな

がらも，その変更の実施にあたっては，“インクルーシブ

な環境で行うべき” という留意点を述べている。

　“ほとんどの変更（Alteration）カリキュラムはユニバー

サルデザインの基本原則に則っていないので，通常の教育

カリキュラムへのアクセスの妨げとなるともいわれる。・・・ 

アクセスの妨げにならないために，変更（Alteration） を

行う場合にも，その子どもの年齢相応の，インクルーシブ

な環境において行うことが望ましい”（p.54）。

　この考え方には，「特別なカリキュラムのみを展開す

ることが通常教育のカリキュラムで学ぶ子どもたちとの

ギャップを広げてきた」という過去の政策評価への反省が

反映していると思われる。

（2） 通常の教育カリキュラムと個別のニーズの双方を踏
まえた教育プログラムの決定プロセス

　それでは，このカリキュラムの三層モデルを用いて，通

常の教育カリキュラムと子どもの障害に起因した個別の

ニーズの双方を考慮した教育プログラムは，どのように

決定されるのだろうか。図２はその教育プログラムを決

定するプロセスをフローチャートで図示したものである

（Wehmeyer, Sands, ら，2002）。

　プログラムを考慮する際には，まず，子どもの家族や周

囲の人々からの情報及びアセスメントから得られた情報等

をもとに合意された個別の学習ニーズと，州や地域で設定

された学習内容と行動のスタンダード（基準）の二つを念

頭に置く。その上で，個別の学習ニーズに応えるために通

常の教育カリキュラムが手をいれずにそのままで使えるか

どうかを検討する。もし，通常の教育カリキュラムがその

ままでは個別のニーズに応えられないと判断した場合に

は，コミュニケーションや学習活動に必要な支援機器を導

入することで解決できる課題なのかどうかを検討する。

　支援機器を導入することでも個別のニーズに応えきれな

い場合には，まず，カリキュラムの適合（Adaptation）の

部分で，必要なアコモデーションが適切に行われているか

どうかを検討する。もし，適切なアコモデーションを行う

ことで個別のニーズに応えられたら，それがその子どもの

適切な教育プログラムとなる。

　カリキュラムの適合（Adaptation）の部分で応えられな

かった個別のニーズがある場合には，それらの残りのニー

ズについて，次に，カリキュラムの拡充（Augmentation）

を考慮する。 もし， 拡充したカリキュラムの内容で

個のニーズに対応できた場合， カリキュラムの適合

（Adaptation）に加えて，その拡充した（Augmentation）

カリキュラムが，その子どもにとっての適切な教育プログ

ラムとなる。

 さらに，上記のプロセスを経ても，応じることが困難な

子どもの個別のニーズが残っている場合に初めて，カリ

キュラムの適合（Adaptation）及び拡充（Augmentation）

に加えて，カリキュラムの変更（Alteration）を検討する

ことになる。

（3） 通常の教育カリキュラムに関連づけたカリキュラム
の拡充と変更

 こ こ で 注 意 し た い こ と は， 先 にWelmeyer, Sandsら

（2002）の言葉を紹介したように，カリキュラムの拡充

（Augmentation） 及びカリキュラムの変更（Alteration）

を行う場合の当該の子どもの学習の場については，もちろ

ん通常学級以外の場所で行うこともあるが，必ずしも通常

学級からの取り出しを意味していないことである。先に

Wehmeyer, Sandsら（2002）が述べたように，ある子ど

ものカリキュラムの変更（Alteration）を行った場合でも，

その学習機会はモディフィケーションという形で通常の学

級において提供され，そこでの向上（進歩）が図られるこ

とは頻繁に行われている。2008年４月に調査訪問を行っ

たカリフォルニア州ラベンズウッドシティ学校区における

「学校全体で取り組むモデル 」（School-wide Application 

Model: SAM）の実践では，通常の教室における授業の中

で，学習障害のある子どものニーズに応じたカリキュラ

ムの適合（Adaptation）（写真1），言語障害や英語を母国

語としない子どものニーズに応じたカリキュラムの拡充

（Augmentation）（写真２），重度の知的障害のある子ども

のニーズに応じたカリキュラムの変更（Alteration）（写真

３）が子どもの必要に応じて適宜行われながら，それぞれ

の向上（進歩）が図られている場面を観察できた（齊藤・

藤井，2009）。

　以上，Wehmeyer ら（2001,2002）のグループの論説

を参考に，「通常の教育カリキュラムへのアクセス」と「障

害のある子ども固有の学習上のニーズ」の双方を考慮した

うえで教育プログラムを決定するカリキュラムの三層モデ

ルの活用を紹介した。障害のある子どものカリキュラムに

ついての考え方は，1975年の全障害児教育法によって権

利として提供されることになった「特別なカリキュラム」

から，1997年及び2004年のIDEAに規定された「通常教

育へのアクセスとそこでの向上（進歩）」を具現化する「ユ

ニバーサルデザインカリキュラム」に至る現在まで，大き

な変遷を遂げてきた。アメリカ合衆国における現行のカリ

キュラムについての考え方は，「通常の教育」及び「障害

のある子どもの教育」の双方について，その時々の政策に

ついての時代の変化に対応した評価と，カリキュラムの意

味の問い直しを重ねた結果であるという視点が，この小論

によって提示されたと考える。

Ⅱ．終わりに

　アメリカ合衆国のIDEAに規定された「通常の教育カリ

キュラムとそこでの向上」の意味と，その歴史的な経緯

は，障害者の権利に関する条約の批准に向けて「日本型の

インクルーシブ教育」を模索する日本の現状に対して，多

くの示唆を与えるものであると思われる。

　「発達障害」の子ども，理解力の高い特別な才能のある

子ども，また，情緒的側面の支援が必要な子ども等，多様

なニーズのある子どもたちが在籍する通常の学級におい

て，「学習の場をみんなで共有する」だけでなく，「通常の

カリキュラムの中でいかに一人一人の子どもたちがその子

どもなりの向上（進歩）を図っていくのか」という視点を

もつことは，一歩踏み込んだ質の高いインクルージョンを

進める上で大きな課題であろう。また，障害のある子ども

のカリキュラムについての三層モデルの視点は，特別支援

学級や特別支援学校で学習する障害のある子どもについ

て，教科学習と自立活動との関係を含めた教育プログラム

について概念的に整理し，子どもがどこで何を学ぶべきか

を精査するための示唆に富むものである。

　今日，日本においても，学習のユニバーサルデザインに

ついての実践や研究が報告されるようになってきた。この

小論で紹介したアメリカ合衆国におけるカリキュラムの考

え方の変遷と，場を共有するインクルージョンから一歩踏

み込んだ全ての子どもの進歩（向上）を通常教育のカリ

キュラムの中で保障していく取り組みへの理解が，日本に

写真１ ．学習障害のある子どものパソコンを使った反復練習
（カリキュラムの適合）

写真２ ．言語障害のある子どもと英語を母国語としない子ど
ものスピーチセラピストによる小グループ指導（カリキュ
ラムの拡充）

写真３ ．重度の知的障害のある子どものペグさし学習と仲間
からのサポート（カリキュラムの変更）
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おける実践や研究を理論的に裏付けるものになることを望

みたい。
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